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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のアクセスポイントに関連付けられた局において前記第１のアクセスポイントから
ネイバークエリ要求を受信することと、
　第２のアクセスポイントのネイバー報告を前記局にワイヤレスに通信することを前記第
２のアクセスポイントに求めるネイバー報告要求を含むパブリックアクションフレームを
生成することと、ここにおいて、前記パブリックアクションフレームが、ベンダー固有の
パブリックアクションフレームを備える、
　前記ネイバークエリ要求に応答して、前記ネイバー報告要求をワイヤレスに通信するこ
とと、
　前記ベンダー固有のパブリックアクションフレームに応答して前記第２のアクセスポイ
ントからメッセージを受信することと、ここにおいて、前記第２のアクセスポイントと前
記局とが異なるベンダーからのものである場合、アサートされた不適格フラグまたはアサ
ートされた拒否フラグを前記メッセージが含む、
　前記局が前記第２のアクセスポイントに関連付けられていない間に、前記局から前記第
１のアクセスポイントに前記ネイバー報告をワイヤレスに通信することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記第１のアクセスポイントからビーコン報告要求フレームを受信することと、前記ビ
ーコン報告要求フレーム中に含まれるショートネイバー報告（ＳＮＲ）要素識別子（ＩＤ
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）を検出することとをさらに備え、前記ネイバークエリ要求が、前記ＳＮＲ要素ＩＤによ
って示され、前記ＳＮＲ要素ＩＤが、前記ビーコン報告要求フレームの測定フィールド中
に含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ネイバークエリ要求に応答して、前記第２のアクセスポイントから前記ネイバー報
告を取得するために通信チャネルを走査することをさらに備える、請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
　前記通信チャネルを使用して前記第２のアクセスポイントによってワイヤレスに通信さ
れる、ビーコンメッセージ、プローブ応答メッセージ、または高速初期リンクセットアッ
プ（ＦＩＬＳ）発見フレームのうちの少なくとも１つを受信することをさらに備える、請
求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ネイバークエリ要求が、前記局のメモリに記憶されたネイバー報告を前記第１のア
クセスポイントにワイヤレスに通信することを前記局に行わせる情報を含み、前記記憶さ
れたネイバー報告が、前記局によって受信されたビーコン、前記局によって受信された応
答、前記局によって受信された高速初期リンクセットアップ（ＦＩＬＳ）発見フレーム、
またはそれらの任意の組合せに基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ビーコンメッセージ、プローブ応答メッセージ、または高速初期リンクセットアップ（
ＦＩＬＳ）発見フレーム中で前記第２のアクセスポイントから前記ネイバー報告を受信す
ることをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ネイバー報告が、前記局によって受信されたパブリックアクションフレーム中に含
まれる、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記パブリックアクションフレームが、ベンダー固有のパブリックアクションフレーム
を備える、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによってアクセス可能なメモリであって、
　　第１のアクセスポイントに関連付けられた局において前記第１のアクセスポイントか
らネイバークエリ要求を受信することと、
　　第２のアクセスポイントのネイバー報告を前記局にワイヤレスに通信することを前記
第２のアクセスポイントに求めるネイバー報告要求を含むパブリックアクションフレーム
を生成することと、ここにおいて、前記パブリックアクションフレームが、ベンダー固有
のパブリックアクションフレームを備える、
　　前記ネイバークエリ要求に応答して、ワイヤレスに通信されるべき前記ネイバー報告
要求を開始することと、
　　前記ベンダー固有のパブリックアクションフレームに応答して前記第２のアクセスポ
イントからメッセージを受信することと、ここにおいて、前記第２のアクセスポイントと
前記局とが異なるベンダーからのものである場合、アサートされた不適格フラグまたはア
サートされた拒否フラグを前記メッセージが含む、
　　前記局が前記第２のアクセスポイントに関連付けられていない間に、前記局から前記
第１のアクセスポイントにワイヤレスに通信されるべき前記ネイバー報告を開始すること
と
　を行うように前記プロセッサによって実行可能な命令を備えるメモリと
　を備える、装置。
【請求項１０】
　前記第２のアクセスポイントの前記ネイバー報告が、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）
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８０２．１１ａｉ規格、ＩＥＥＥ８０２．１１ｋ規格、またはそれらの組合せに準拠して
いる、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第２のアクセスポイントからの前記ネイバー報告が、電気電子技術者協会（ＩＥＥ
Ｅ）８０２．１１ａｉ規格に準拠しているショートネイバー報告（ＳＮＲ）情報要素（Ｉ
Ｅ）を備えるか、またはＩＥＥＥ８０２．１１ｋ規格に準拠しているビーコン報告を備え
る、請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ネイバークエリ要求に応答して前記第１のアクセスポイントに前記第２のアクセス
ポイントの前記ネイバー報告をワイヤレスに通信するように構成されたトランシーバをさ
らに備え、前記第２のアクセスポイントに関連付けられていない前記局が、前記第２のア
クセスポイントに関して未認証状態にある、請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１のアクセスポイントからビーコン報告要求フレームを受信するように構成され
たトランシーバをさらに備え、前記ビーコン報告要求フレームが、前記ネイバークエリ要
求を含む、請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ネイバークエリ要求が、ベンダー指定のフィールドまたは前記ビーコン報告要求フ
レームの予約済みフィールド中に含まれる、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記ネイバークエリ要求が、ショートネイバー報告（ＳＮＲ）要素識別子（ＩＤ）によ
って示され、前記ＳＮＲ要素ＩＤが、前記ビーコン報告要求フレームの測定フィールド中
に含まれる、請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ビーコン報告要求フレームが、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ｋ規
格に準拠している、請求項１３に記載の装置。
【請求項１７】
　前記命令が、さらに、
　　前記第１のアクセスポイントから受信された前記ビーコン報告要求フレームに応答し
てビーコン報告を生成することと、
　　前記第１のアクセスポイントに前記ビーコン報告をワイヤレスに通信することと、こ
こにおいて、前記ビーコン報告が、前記第２のアクセスポイントの前記ネイバー報告を備
える、
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、請求項１３に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第１のアクセスポイントが、前記第１のアクセスポイントの第１のネイバー報告に
よって識別された特定のアクセスポイントを識別するように構成され、前記特定のアクセ
スポイントが、前記ビーコン報告に基づいて前記第１のアクセスポイントによって識別さ
れる、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　非一時的コンピュータ可読媒体であって、
　　プロセッサによって実行されたときに、
　　　第１のアクセスポイントに関連付けられた局において前記第１のアクセスポイント
からネイバークエリ要求を受信することと、
　　　第２のアクセスポイントのネイバー報告を前記局にワイヤレスに通信することを前
記第２のアクセスポイントに求めるネイバー報告要求を含むパブリックアクションフレー
ムを生成することと、ここにおいて、前記パブリックアクションフレームが、ベンダー固
有のパブリックアクションフレームを備える、
　　　前記ネイバークエリ要求に応答して、ワイヤレスに通信されるべき前記ネイバー報
告要求を開始することと、
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　　　前記ベンダー固有のパブリックアクションフレームに応答して前記第２のアクセス
ポイントからメッセージを受信することと、ここにおいて、前記第２のアクセスポイント
と前記局とが異なるベンダーからのものである場合、アサートされた不適格フラグまたは
アサートされた拒否フラグを前記メッセージが含む、
　　　前記局が前記第２のアクセスポイントに関連付けられていない間に、前記局から前
記第１のアクセスポイントにワイヤレスに通信されるべき前記ネイバー報告を開始するこ
とと
　を前記プロセッサに行わせる命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２０】
　前記ネイバークエリ要求が、前記第２のアクセスポイントにネイバー報告要求をワイヤ
レスに通信することを前記局に行わせる情報、前記第２のアクセスポイントから前記ネイ
バー報告を受信するために通信チャネルを走査することを前記局に行わせる情報、または
それらの組合せを含む、請求項１９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２１】
　前記第１のアクセスポイントが、第１のネイバー報告を記憶し、前記第１のネイバー報
告が、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａｉ規格に準拠する、請求項２０に
記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２２】
　第１のアクセスポイントに関連付けられた局において前記第１のアクセスポイントから
ネイバークエリ要求を受信するための手段と、
　第２のアクセスポイントのネイバー報告を前記局にワイヤレスに通信することを前記第
２のアクセスポイントに求めるネイバー報告要求を含むパブリックアクションフレームを
生成するための手段と、ここにおいて、前記パブリックアクションフレームが、ベンダー
固有のパブリックアクションフレームを備える、
　前記ネイバークエリ要求に応答して、前記ネイバー報告要求をワイヤレスに通信するた
めの手段と、
　前記ベンダー固有のパブリックアクションフレームに応答して前記第２のアクセスポイ
ントからメッセージを受信するための手段と、ここにおいて、前記第２のアクセスポイン
トと前記局とが異なるベンダーからのものである場合、アサートされた不適格フラグまた
はアサートされた拒否フラグを前記メッセージが含む、
　前記局が前記第２のアクセスポイントに関連付けられていない間に、前記局から前記第
１のアクセスポイントに前記ネイバー報告をワイヤレスに通信するための手段と
　を備える、装置。
【請求項２３】
　前記ネイバークエリ要求が、前記局のメモリに記憶された第２のネイバー報告を前記第
１のアクセスポイントにワイヤレスに通信することを前記局に行わせる情報を含み、前記
記憶された第２のネイバー報告が、前記局によって受信されたビーコン、前記局によって
受信された応答、前記局によって受信された高速初期リンクセットアップ（ＦＩＬＳ）発
見フレーム、またはそれらの任意の組合せに基づく、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記第１のアクセスポイントと、前記第２のアクセスポイントと、前記局とのうちの少
なくとも２つが、同じベンダーによって製造されるか、同じベンダーによって流通される
か、または同じベンダーによって提供されるソフトウェアに従って動作する、請求項２２
に記載の装置。
【請求項２５】
　前記ネイバー報告が、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ｋ規格に準拠して
いる、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記第２のアクセスポイントが、隣接アクセスポイントから受信されたネイバー報告、
前記第２のアクセスポイントに関連付けられた特定の局から受信されたビーコン報告、ま
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たはそれらの組合せに基づいてアクセスポイントを識別するために前記第２のアクセスポ
イントの前記ネイバー報告を生成するように構成された、請求項２２に記載の装置。
【請求項２７】
　前記局において第３のアクセスポイントから第２のネイバークエリ要求を受信すること
と、
　前記第２のネイバークエリ要求に応答して、第２のネイバー報告要求を含む第２のベン
ダー固有のパブリックアクションフレームをワイヤレスに通信することと、
　前記第２のベンダー固有のパブリックアクションフレームに応答して、第４のアクセス
ポイントから第２のメッセージを受信することと、ここにおいて、前記第２のメッセージ
は、アサートされた不適格フラグまたはアサートされた拒否フラグを前記第２のメッセー
ジが含むことに基づいて、前記第４のアクセスポイントと前記局とが異なるベンダーから
のものであることを示す、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記ベンダー固有のパブリックアクションフレームに応答して第３のアクセスポイント
から第２のメッセージを受信することをさらに備え、ここにおいて、前記第２のメッセー
ジは、前記アサートされた不適格フラグまたは前記アサートされた拒否フラグを前記第２
のメッセージが含むことに基づいて、前記第３のアクセスポイントと前記局とが異なるベ
ンダーからのものであることを示す、請求項１に記載の方法。
【請求項２９】
　ワイヤレスインターフェースと、
　前記ワイヤレスインターフェースを介して前記プロセッサに結合されたアンテナと、
　をさらに備え、ここにおいて、前記メモリ、前記プロセッサ、前記ワイヤレスインター
フェース、および前記アンテナは、モバイル通信デバイスに組み込まれる、
　請求項９に記載の装置。
【請求項３０】
　前記ネイバークエリ要求を受信するための前記手段、生成するための前記手段、前記ネ
イバー報告要求をワイヤレスに通信するための前記手段、前記メッセージを受信するため
の前記手段、前記ネイバー報告をワイヤレスに通信するための前記手段は、モバイル通信
デバイスに組み込まれる、請求項２２に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001]本出願は、その内容全体が参照により明確に組み込まれる、同一出願人が所有す
る、２０１４年２月２８日に出願された米国仮特許出願第６１／９４６，４１０号、およ
び２０１５年２月２４日に出願された米国非仮特許出願第１４／６３０，５１８号の優先
権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]本開示は、一般に、アクセスポイントによって開始されるネイバー報告要求に関
する。
【０００３】
　[0003]電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）は、その多くが「ＩＥＥＥ８０２．１１」名で
呼ばれる、ワイヤレスネットワーキングに関する様々な業界仕様を公表している。典型的
には、仕様が作成される前に、特定のワイヤレス技術の利益および実現可能性を評価する
ために研究グループおよび／またはタスクグループが形成される。たとえば、「ａｉ」タ
スクグループ（ＴＧａｉまたはＩＥＥＥ８０２．１１ａｉと呼ばれる）は、高速初期リン
クセットアップ（ＦＩＬＳ）に関係する。ＴＧａｉは、ビーコン、プローブ応答、または
ＦＩＬＳ発見フレーム中でアクセスポイントによって送信され得る、ショートネイバー報
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告（ＳＮＲ：short neighbor report）情報要素（ＩＥ：information element）などのネ
イバーフッド情報（neighborhood information）を定義する。しかしながら、ＴＧａｉは
、ネイバーフッド情報がアクセスポイントまたは任意の他のデバイスによって収集される
方法を指定しない。ＩＥＥＥ８０２．１１ｋ規格は、アクセスポイントに関連付けられる
局にビーコン報告（たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｋ規格に準拠している測定報告）を
要求することによってアクセスポイントがアクセスポイントのネイバーフッド（たとえば
、隣接する（neighboring）／周囲の（surrounding）アクセスポイント）に関する情報を
収集することを可能にする無線測定技法を定義する。ビーコン報告を生成するために、局
は、隣接する／周囲のアクセスポイントによってワイヤレスに通信されるビーコン／プロ
ーブ応答について通信チャネルを監視し、ビーコン報告中の検出された隣接する／周囲の
アクセスポイントの各々を識別し得る。この情報収集プロセスは、高トラフィック条件下
で、および／または関連付けられた局の数が少ない場合、遅くなり得る。さらに、８０２
．１１ｋの下で、局は、それの関連付けられたアクセスポイントからのネイバー報告を要
求し得るが、しかしながら、局は、当該局が関連付けられていない隣接する／周囲のアク
セスポイントにネイバー報告を要求することはできない。
【発明の概要】
【０００４】
　[0004]本開示は、８０２．１１ａｉ準拠アクセスポイントなどの第１のアクセスポイン
トが、第１のアクセスポイントの隣接アクセスポイントを識別するネイバーリストなどの
第１のネイバー報告を生成、維持、または更新することを可能にする技法およびプロトコ
ルを提示する。たとえば、第１のアクセスポイントは、第２のアクセスポイントなどの別
のアクセスポイントのネイバー報告中で識別された隣接する／周囲のアクセスポイントに
基づいて第１のネイバー報告を生成、維持、または更新し得る。例示すれば、局は第２の
アクセスポイントには関連付けられていないが、第１のアクセスポイントは、第１のアク
セスポイントに第２のアクセスポイントの第２のネイバー報告をワイヤレスに通信するよ
うに、第１のアクセスポイントに関連付けられた移動局などの局に要求し得る。第２のネ
イバー報告をワイヤレスに通信するように局に要求するために、第１のアクセスポイント
は、８０２．１１ｋビーコン報告要求の一部として含まれるネイバークエリ要求などのネ
イバークエリ要求を局にワイヤレスに通信し得る。
【０００５】
　[0005]ネイバークエリ要求に応答して、局は、第１のアクセスポイントに（第２のアク
セスポイントの）第２のネイバー報告をワイヤレスに通信し得る。第２のネイバー報告を
含む報告メッセージに基づいて、第１のアクセスポイントは、第２のネイバー報告中で識
別されたアクセスポイントを識別するために第１のネイバー報告を生成、維持、または更
新し得る。したがって、第１のアクセスポイントは、別のアクセスポイントからのネイバ
ー報告に基づいて第１のアクセスポイントのネイバーフッドに関する情報を迅速に収集し
得る。ネイバー報告に基づいて情報を収集することは、ビーコンについて通信チャネルを
監視することと、検出されたビーコンに基づいて（たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｋ規
格および／または、Ｗｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅ（登録商標）規格などの別の規格に従
って）ビーコン報告を生成することと、第１のアクセスポイントにビーコン報告をワイヤ
レスに通信することとを第１のアクセスポイントに関連付けられた局に行わせることによ
ってそのような情報を収集することよりも速いものとなり得る。
【０００６】
　[0006]第２のアクセスポイントから第２のネイバー報告を取得するために、局は、第２
のアクセスポイントにネイバー報告要求をワイヤレスに通信し得る。ネイバー報告要求に
応答して、局は、第２のアクセスポイントから第１の報告メッセージを受信し得、第１の
アクセスポイントに第１の報告メッセージを転送し得る。第１の報告メッセージは、第２
のアクセスポイントの第２のネイバー報告の少なくとも一部分を含み得る。
【０００７】
　[0007]追加または代替として、第２のネイバー報告を取得するために、局は、隣接する
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／周囲のアクセスポイントからネイバー報告を受信するためにチャネルを走査し得る。そ
のような走査は、ビーコンをリッスンすることなどによる「パッシブ」なものであるか、
またはプローブ要求に応答してプローブ応答を請求することなどによる「アクティブ」な
ものであり得る。例示すれば、局が、８０２．１１ｋに準拠し、８０２．１１ａｉをサポ
ートする場合、当該局は、隣接８０２．１１ａｉ準拠アクセスポイントのビーコン／プロ
ーブ応答メッセージまたは高速初期リンクセットアップ（ＦＩＬＳ）発見フレームに関し
て走査し得る。隣接アクセスポイントによってワイヤレスに通信されるビーコン／プロー
ブ応答メッセージまたはＦＩＬＳ発見フレームは、隣接アクセスポイントのショートネイ
バー報告（ＳＮＲ）を含み得る。局は、第１のアクセスポイントに与えられるビーコン報
告中に隣接アクセスポイントからのＳＮＲを含め得る。
【０００８】
　[0008]したがって、本開示は、アクセスポイントに関連付けられた個別の局にそのよう
な情報収集を任せることによって、アクセスポイントが、それの隣接アクセスポイントに
関する情報を迅速に収集することを可能にする。さらに、それの代わりにネイバー報告を
取得するように、関連付けられた局に要求することによって、アクセスポイントは、局が
他のアクセスポイントを識別するために別のチャネルを介してワイヤレスに通信する間、
それの動作チャネルの無中断動作を継続することができる。
【０００９】
　[0009]いくつかの実装形態では、局は、第１のアクセスポイントからネイバークエリ要
求を受信するよりも前に、隣接する／周囲のアクセスポイントからのネイバー報告をすで
に記憶していることがある。したがって、ネイバークエリ要求に応答して、局は、局のメ
モリから第２のネイバー報告を取り出し得、第２のアクセスポイントにネイバー報告要求
をワイヤレスに通信する必要なしに、およびネイバークエリ要求に応答してチャネルを走
査する必要なしに、第１のアクセスポイントに第２のネイバー報告をワイヤレスに通信し
得る。
【００１０】
　[0010]特定の例では、方法は、第１のアクセスポイントに関連付けられた移動局におい
て第１のアクセスポイントからネイバークエリ要求を受信することを含む。本方法は、移
動局が第２のアクセスポイントに関連付けられていない間に、移動局から第１のアクセス
ポイントに第２のアクセスポイントのネイバー報告をワイヤレスに通信することをさらに
含む。
【００１１】
　[0011]別の特定の例では、装置は、プロセッサと、プロセッサによってアクセス可能な
メモリとを含む。メモリは、第１のアクセスポイントに関連付けられた移動局において第
１のアクセスポイントからネイバークエリ要求を受信することを行うようにプロセッサに
よって実行可能な命令を含む。本命令は、移動局が第２のアクセスポイントに関連付けら
れていない間に、移動局から第１のアクセスポイントにワイヤレスに通信されるべき第２
のアクセスポイントのネイバー報告を開始することをプロセッサにさらに行わせる。
【００１２】
　[0012]別の特定の例では、装置は、第１のアクセスポイントに関連付けられた局におい
て第１のアクセスポイントからネイバークエリ要求を受信するための手段を含む。本装置
は、局が第２のアクセスポイントに関連付けられていない間に、局から第１のアクセスポ
イントに第２のアクセスポイントのネイバー報告をワイヤレスに通信するための手段をさ
らに含む。
【００１３】
　[0013]開示する態様のうちの少なくとも１つによって与えられる１つの特定の利点は、
局が関連付けられていないアクセスポイントからのネイバー報告を要求して受信すること
を可能にするために、パブリックアクションフレームなどのセキュアでないメッセージが
使用され得るということである。追加または代替として、局は、８０２．１１ａｉ準拠隣
接アクセスポイントによってワイヤレスに通信されるビーコン、プローブ応答メッセージ
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、および／またはＦＩＬＳ発見フレームなどのメッセージを求めて通信チャネルを走査す
ることによって、当該局が関連付けられていないアクセスポイントからネイバー報告を受
信し得る。したがって、局が、別のアクセスポイントにネイバー報告を要求し、受信する
間、局はアクセスポイントに関連付けられたままであり得る。関連付けられたアクセスポ
イントに関連付けられていないアクセスポイントのネイバー報告を通信することによって
、局は、関連付けられたアクセスポイントがそれ自体のネイバー報告を維持することを可
能にし得、したがって、関連付けられたアクセスポイントのネイバー報告は、「完全（co
mplete）な」報告となる。本開示の他の態様、利点、および特徴は、「図面の簡単な説明
」と、「発明を実施するための形態」と、「特許請求の範囲」とを含めて本出願全体を検
討した後に明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１Ａ】[0014]アクセスポイント開始型ネイバー報告要求を可能にするシステムの第１
の例示的な態様を示す図。
【図１Ｂ】アクセスポイント開始型ネイバー報告要求を可能にするシステムの第１の例示
的な態様を示す図。
【図２】[0015]アクセスポイント開始型ネイバー報告要求を可能にするシステムの第２の
例示的な態様のブロック図。
【図３】[0016]アクセスポイントを動作させる例示的な方法の流れ図。
【図４】[0017]局を動作させる例示的な方法の流れ図。
【図５】[0018]アクセスポイントを動作させる例示的な方法の流れ図。
【図６】[0019]本明細書で開示する１つまたは複数の方法、システム、装置、および／ま
たはコンピュータ可読媒体の様々な態様をサポートするように動作可能であるワイヤレス
デバイスの図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　[0020]本開示の特定の態様について、図面を参照しながら説明する。説明では、共通の
特徴は、図面全体にわたって共通の参照番号によって指定される。
【００１６】
　[0021]図１Ａを参照すると、アクセスポイント開始型ネイバー報告要求を可能にするよ
うに動作可能であるシステム１００の第１の態様が示されている。システム１００は、図
１ＡではＡＰ＿Ａと称する第１のアクセスポイント（ＡＰ）１１０と、局（ＳＴＡ）１２
０（本明細書では代替的にモバイルデバイスとも呼ぶ）図１ＡではＳＴＡ＿Ａと称する）
と、第２のアクセスポイント１３０（ＡＰ＿Ｂと称する）とを含む。図１Ａに、２つのア
クセスポイント１１０、１３０を示しているが、任意の数のアクセスポイントがシステム
１００中に存在し得ることに留意されたい。さらに、図１Ａに、単一の局１２０を示して
いるが、任意の数の局がシステム１００中に存在し得ることに留意されたい。第１のアク
セスポイント１１０と、局１２０と、第２のアクセスポイント１３０との各々は、例示的
な非限定的な例として、ＩＥＥＥ８０２．１１規格（たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｋ
、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｉ、またはその両方）および／またはＷｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａ
ｎｃｅ規格（たとえば、最適接続性エクスペリエンス（ＯＣＥ：optimized connectivity
 experience）規格、マルチバンド動作（ＭＢＯ：multi-band operation）規格、または
その両方）などの規格に準拠して動作し得る。
【００１７】
　[0022]局１２０は、ワイヤレスネットワークを介してデータをワイヤレスに通信および
受信するように動作可能である電子デバイスであり得る。たとえば、局１２０は、例示的
な非限定的な例として、ワイヤレスフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ポータブルコンピ
ューティングデバイス、タブレットコンピューティングデバイス、ポータブルメディアプ
レーヤ、またはそれらの任意の組合せであり得る。局１２０は、アクセスポイントとのハ
ンドシェイクおよび鍵交換プロセスなどの認証プロセスを実行するように構成され得る。
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たとえば、局１２０は、第１のアクセスポイント１１０との認証されたセッション（たと
えば、関連付けられたセッション）を確立するために、第１のアクセスポイント１１０と
の認証（authentication）プロセスを実行し得る。認証されたセッションが局１２０と第
１のアクセスポイント１１０との間に確立される場合、局１２０は、第１のアクセスポイ
ント１１０に関連付けられている（たとえば、それとの関連状態にある）と見なされ得る
。認証されたセッションは、局１２０と第１のアクセスポイント１１０との間のセキュア
（たとえば、暗号化）通信を可能にし得る。局１２０が、（局１２０と第１のアクセスポ
イント１１０との間の実線によって示される）認証されたセッション中に第１のアクセス
ポイント１１０とワイヤレスに通信する場合、局１２０は、第１のアクセスポイント１１
０に関連付けられているとみなされ得る。局１２０が、第１のアクセスポイント１１０と
未認証状態を含み得る無関連状態にある場合、局１２０と第１のアクセスポイント１１０
とは、例示的な非限定的な例として、プローブ応答メッセージ、パブリックアクションフ
レーム、ビーコン、および／または非暗号化制御メッセージなどのセキュアでないメッセ
ージを使用して互いにワイヤレスに通信し得る。
【００１８】
　[0023]アクセスポイント１１０、１３０の各々は、ワイヤレスネットワークのノードで
あり得る。たとえば、アクセスポイント１１０、１３０の各々は、それ自体のワイヤレス
データネットワークをサポートするＩＥＥＥ８０２．１１アクセスポイントであり得る。
例示すれば、第１のアクセスポイント１１０は、第１のネットワーク１１２をサポートし
得、第２のアクセスポイント１３０は、第２のネットワーク１３２をサポートし得る。ア
クセスポイント１１０、１３０の各々は、ネイバー報告を記憶および／または維持し得る
。たとえば、第１のアクセスポイント１１０は、第１のアクセスポイント１１０の隣接ア
クセスポイントを識別する第１のネイバー報告１１４を記憶し得、第２のアクセスポイン
ト１３０は、第２のアクセスポイント１３０の隣接アクセスポイントを識別する第２のネ
イバー報告１３４を記憶し得る。
【００１９】
　[0024]第１のネイバー報告１１４または第２のネイバー報告１３４などのネイバー報告
中に示されるかまたは参照される隣接アクセスポイントごとに、ネイバー報告はまた、例
示的な非限定的な例として、隣接アクセスポイントの動作チャネル、隣接アクセスポイン
トのメディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレス、隣接アクセスポイントの信号強度（たと
えば、受信信号強度指示（ＲＳＳＩ））、隣接アクセスポイントに関係する別のパラメー
タ、またはそれらの組合せを示し得る。たとえば、第１のネイバー報告１１４および／ま
たは第２のネイバー報告１３４は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｉ規格に準拠するショートネ
イバー報告（ＳＮＲ）を含み得る。
【００２０】
　[0025]図１Ｂを参照すると、システム１００の動作を示すラダー図が示されており、全
体的に１６０と称する。システム１００の動作中、局１２０は、第１のアクセスポイント
１１０に関連付けられていることがある。局１２０は、第１の時間１７０において第１の
アクセスポイント１１０からネイバークエリ要求１４０を受信し得る。ネイバークエリ要
求１４０は、第２のアクセスポイント１３０から受信されたネイバー報告など、別のアク
セスポイントからのネイバー報告を与えるように局１２０に効果的に命令する（または行
わせる）情報を含み得る。ネイバークエリ要求１４０が受信されるとき、局１２０は、第
２のアクセスポイント１３０に関連付けられていないことがある。
【００２１】
　[0026]局１２０は、第２の時間１７２において第２のアクセスポイント１３０にネイバ
ー報告要求１４２をワイヤレスに通信し得る。たとえば、局１２０は、ネイバークエリ要
求１４０を受信したことに応答して第２のアクセスポイント１３０にネイバー報告要求１
４２をワイヤレスに通信し得る。局１２０は、ネイバー報告要求１４２が受信された時点
で、第１のアクセスポイント１１０には関連付けられていることがあり、第２のアクセス
ポイント１３０には関連付けられていないことがある。ネイバー報告要求１４２は、局１
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２０に第２のアクセスポイント１３０の第２のネイバー報告１３４をワイヤレスに通信す
るように、第２のアクセスポイント１３０に要求し得る。
【００２２】
　[0027]第２のアクセスポイント１３０は、第３の時間１８０において、ネイバー報告要
求１４２に応答して局１２０に第１の報告メッセージ１５０をワイヤレスに通信し得る。
局１２０が第２のアクセスポイント１３０に関連付けられていない間に、および局１２０
が第１のアクセスポイント１１０に関連付けられたままである間に、当該局１２０は、第
２のアクセスポイント１３０から第１の報告メッセージ１５０を受信し得る。第１の報告
メッセージ１５０は、第２のアクセスポイント１３０の第２のネイバー報告１３４（また
は第２のネイバー報告１３４からの情報）を含み得る。第１の報告メッセージ１５０は、
ＩＥＥＥ８０２．１１規格（たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｉ規格）などの規格に準
拠していることがある。たとえば、第１の報告メッセージ１５０は、ＩＥＥＥ８０２．１
１ａｉ規格に準拠している第２のネイバー報告１３４のＳＮＲを含み得る。
【００２３】
　[0028]第１の報告メッセージ１５０を受信した後に、局１２０は、第４の時間１８２に
おいて、第１のアクセスポイント１１０に第２の報告メッセージ１５２をワイヤレスに通
信し得る。局１２０が第２のアクセスポイント１３０に関連付けられていない間に、およ
び局１２０が第１のアクセスポイント１１０に関連付けられている間に、当該局１２０は
、第１のアクセスポイント１１０に第２の報告メッセージ１５２をワイヤレスに通信し得
る。第２の報告メッセージ１５２は、第２のアクセスポイント１３０から受信された第１
の報告メッセージ１５０に基づき得、第１の報告メッセージ１５０中に含まれる第２のネ
イバー報告１３４（または第２のネイバー報告１３４からの情報）を含み得る。たとえば
、局１２０は、第１の報告メッセージ１５０を変更することなしに該第１の報告メッセー
ジ１５０を第２の報告メッセージ１５２として第１のアクセスポイント１１０に転送し得
る。
【００２４】
　[0029]代替的に、局１２０は、第１の報告メッセージ１５０（または第１の報告メッセ
ージ１５０のフォーマット）のコンテンツを改変し得、変更された第１の報告メッセージ
１５０を第２の報告メッセージ１５２としてワイヤレスに通信し得る。たとえば、局１２
０は、第２の報告メッセージ１５２中に含まれる組み合わされたネイバー報告を生成する
ために、第１の報告メッセージ１５０中に含まれる第２のネイバー報告１３４を別のアク
セスポイントからのネイバー報告と組み合わせ得る。特定の実装形態では、第２の報告メ
ッセージ１５２は、ＩＥＥＥ８０２．１１規格などの規格に準拠している。たとえば、第
２のネイバー報告１３４のＳＮＲを含む第１の報告メッセージ１５０は、第２の報告メッ
セージ１５２として転送され得る。
【００２５】
　[0030]第１のアクセスポイント１１０は、１８４に示すように、第１のアクセスポイン
ト１１０の第１のネイバー報告１１４を生成、維持、または更新し得る。たとえば、第１
のアクセスポイント１１０は、第２のネイバー報告１３４に基づいて第１のネイバー報告
１１４を生成、維持、または更新し得る。例示すれば、ネイバークエリ要求１４０をワイ
ヤレスに通信するより前に、第１のアクセスポイント１１０は、第１のネイバー報告１１
４を含まないことがあり、そして、局１２０から第２のネイバー報告１３４を受信した後
に、第１のアクセスポイント１１０は、第２のネイバー報告１３４（または第２のネイバ
ー報告１３４からの情報）を含む第１のネイバー報告１１４を生成し得る。別の例として
、ネイバークエリ要求１４０をワイヤレスに通信するより前に、第１のアクセスポイント
１１０は、第１のネイバー報告１１４の第１のバージョンを含み得、第２のネイバー報告
１３４を受信した後に、第１のアクセスポイント１１０は、第１のネイバー報告１１４の
第２のバージョンを生成するために第２のネイバー報告１３４に基づいて第１のネイバー
報告１１４を更新し得る。たとえば、第１のアクセスポイント１１０は、第１のネイバー
報告１１４に、（第２の報告メッセージ１５２を介して局１２０から受信された）第２の
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ネイバー報告１３４中で識別されたアクセスポイントに関係する情報を追加し得る。
【００２６】
　[0031]局１２０にネイバークエリ要求１４０をワイヤレスに通信することによって、第
１のアクセスポイント１１０は、局１２０に関連付けられていない、第２のアクセスポイ
ント１３０などの別のアクセスポイントからのネイバー報告を第１のアクセスポイント１
１０に与えるように、局１２０に要求（または命令）し得る。局１２０が、他のアクセス
ポイントにネイバー報告を要求し、受信する間に、局１２０は、第１のアクセスポイント
１１０に関連付けられたままであり得る。局１２０は、第１のアクセスポイント１１０の
第１のネイバー報告１１４を第１のアクセスポイント１１０が生成、維持、または変更す
ることを可能にするために、第１のアクセスポイント１１０に他のアクセスポイントのネ
イバー報告をワイヤレスに通信し得る。局１２０にネイバー報告の収集を任せることによ
って、第１のアクセスポイント１１０は、隣接アクセスポイントをアクティブに識別する
必要がなくなり、それの動作チャネルの無中断動作を継続し得る。
【００２７】
　[0032]図１Ｂは、第１のアクセスポイント１１０と、局１２０と、第２のアクセスポイ
ント１３０との間の通信の一例を示すが、異なる実施形態では、使用されるメッセージの
特定のタイプは異なり得る。そのような実装形態の例示的な例について以下で説明する。
以下の例の各々は、排他的なものではなく、１つまたは複数の他の例と組み合わされるか
、またはそれらと連携して動作し得る。
【００２８】
　[0033]いくつかの実装形態では、ネイバークエリ要求１４０は、ネイバー報告を取得す
ることを局１２０に行わせる情報を含み得、局１２０がネイバー報告を取得すべき方法を
指定し得る。たとえば、ネイバークエリ要求１４０は、ネイバー報告要求１４２をワイヤ
レスに通信することを局１２０に行わせ得る。別の例として、ネイバークエリ要求１４０
は、明示的ネイバー報告要求をワイヤレスに通信することによってネイバー報告を取得す
ることを局１２０に行わせ得る。例示すれば、ネイバークエリ要求１４０は、本明細書で
さらに説明するように、ビーコン、プローブ応答、またはＦＩＬＳ発見フレームの一部と
して第２のネイバー報告１３４を検出するために通信チャネルを走査することを局１２０
に行わせ得る。追加または代替として、ネイバークエリ要求１４０は、局１２０が以前に
取得し記憶しているネイバー報告をワイヤレスに通信することを局１２０に行わせ得る。
たとえば、ネイバークエリ要求１４０を受信するより前に、局１２０は、局１２０に以前
に関連付けられたアクセスポイントから、または局１２０に以前に関連付けられていない
アクセスポイントから局１２０が受信したネイバー報告を記憶し得る。例示すれば、局１
２０は、ネイバークエリ要求１４０を受信するより前に、局１２０が関連付けられた別の
アクセスポイントからネイバー報告を以前に受信し、記憶していることがある。追加また
は代替として、局１２０は、ネイバークエリ要求１４０を受信するより前に通信チャネル
を走査し、他のアクセスポイントからＦＩＬＳ発見フレームを受信することによって、局
１２０が関連付けられていない他のアクセスポイントからネイバー報告を以前に受信し、
記憶していることがある。
【００２９】
　[0034]局１２０が、ネイバークエリ要求１４０に応答してネイバー報告要求１４２をワ
イヤレスに通信する場合、ネイバー報告要求１４２は、特定のアクセスポイントにワイヤ
レスに通信される誘導要求（directed request）であり得、またはネイバー報告要求１４
２は、ブロードキャスト要求であり得る。いくつかの実装形態では、ネイバー報告要求１
４２は、局１２０が第２のアクセスポイント１３０などの関連付けられていないアクセス
ポイントにワイヤレスに通信する、プローブ応答メッセージまたはパブリックアクション
フレームなどのセキュアでないメッセージ中に含まれ得る。
【００３０】
　[0035]例示すれば、セキュアでないメッセージは、ベンダー（vendor）固有のパブリッ
クアクションフレームを含み得る。セキュアでないメッセージがベンダー固有のパブリッ
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クアクションフレームを含む場合、ベンダー固有のパブリックアクションフレームは、９
のカテゴリー値（たとえば、カテゴリータイプフィールド）を有し得る（たとえば、値＝
９）。ベンダー固有のパブリックアクションフレームが使用される場合、同じベンダーに
よって製造された、同じベンダーによって流通された、および／または同じベンダーによ
って提供されるソフトウェアに従って動作する電子デバイス（たとえば、第１のアクセス
ポイント１１０、局１２０、第２のアクセスポイント１３０、またはそれらの組合せ）は
互いに関連付けられていないときにワイヤレスに通信し得る。例示すれば、セキュアでな
いメッセージが、第２のアクセスポイント１３０に局１２０によってワイヤレスに通信さ
れるプローブ要求メッセージである場合、プローブ要求メッセージは、第２のアクセスポ
イント１３０からプローブ応答メッセージを請求し得る。プローブ応答メッセージは、第
１の報告メッセージ１５０を含み得る。
【００３１】
　[0036]局１２０と第２のアクセスポイント１３０とが異なるベンダーからのものであり
、局１２０が、第２のアクセスポイント１３０にベンダー固有のパブリックアクションフ
レームをワイヤレスに通信する場合、第２のアクセスポイント１３０は、ベンダー固有の
パブリックアクションフレームを無視し得るか、あるいは応答メッセージ中にアサートさ
れた（asserted）「不適格（incapable）」フラグまたは「拒否（refused）」フラグを含
む応答メッセージでベンダー固有のパブリックアクションフレームに応答し得る。たとえ
ば、第２のアクセスポイント１３０は、第２のアクセスポイント１３０のベンダーとは異
なるベンダーからのものであるものとして局１２０を識別し得、ベンダー固有のパブリッ
クアクションフレームを無視し得る。局１２０が特定のチャネル上で応答を受信しない場
合、局１２０は、特定のチャネルを介してアクセスポイントが利用可能であるかどうかを
知ることができない。しかしながら、局１２０が、特定のチャネルを介してアサートされ
た「不適格」フラグまたは「拒否」フラグを含む応答メッセージを受信する場合、局１２
０は、特定のチャネルを介してアクセスポイントがワイヤレスに通信することができるこ
とを少なくとも知る。他の実装形態では、局１２０と第２のアクセスポイント１３０とが
異なるベンダーを有する場合、第２のアクセスポイント１３０は、例示的な非限定的な例
として、ベンダー固有のアクションフレーム以外のパブリックアクションフレーム、ビー
コン、またはプローブ応答メッセージなどのセキュアでないメッセージを介して局１２０
に第２のネイバー報告１３４をワイヤレスに通信し得る。局１２０が、セキュアでないメ
ッセージに応答して第２のアクセスポイント１３０から第１の報告メッセージ１５０を受
信しない場合、または第１の報告メッセージ１５０が、アサートされた「不適格」フラグ
または「拒否」フラグを含む場合、局１２０は、第１のアクセスポイント１１０に第２の
報告メッセージ１５２をワイヤレスに通信しないことがある。たとえば、局１２０が、ア
サートされた「不適格」フラグまたは「拒否」フラグを含む第１の報告メッセージ１５０
を受信する場合、局１２０は、アクセスポイントによって通信されているものとして第１
の報告メッセージ１５０を識別し得るが、第１のアクセスポイント１１０に第２の報告メ
ッセージ１５２をワイヤレスに通信するのに十分な、アクセスポイントに関する情報を有
していないことがある。
【００３２】
　[0037]局１２０が、ネイバークエリ要求１４０に応答して通信チャネルを走査する場合
、局１２０は、周囲の８０２．１１ａｉ準拠アクセスポイントからのＳＮＲなど、周囲の
アクセスポイントからのネイバー報告を含むビーコン、プローブ応答メッセージ、および
／またはＦＩＬＳ発見フレームについて通信チャネルを監視し得る。局１２０は、検出さ
れたＳＮＲを記憶し得る。たとえば、ＳＮＲは、局１２０中に含まれるメモリ（図示せず
）に記憶され得る。さらに、局１２０（たとえば、局中に含まれるプロセッサおよび／ま
たはコントローラ）は、メモリから記憶されたＳＮＲを取り出し得、局１２０は、ネイバ
ークエリ要求１４０に応答して第１のアクセスポイント１１０に記憶されたＳＮＲを与え
得る。いくつかの実装形態では、局１２０によって走査される通信チャネルは、ネイバー
クエリ要求１４０中に含まれる情報に基づいて指定され得る。たとえば、ネイバークエリ
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要求１４０は、特定の通信チャネルを走査するように局１２０に指示する情報を含み得る
。例示すれば、局１２０は、第２のアクセスポイント１３０によって使用される通信チャ
ネルを走査し得、第２のネイバー報告１３４を含むＦＩＬＳ発見フレームを受信し得る。
他の実装形態では、ネイバークエリ要求１４０は、走査されるべきチャネルを指定する情
報を含まないことがあり、局１２０は、ネイバークエリ要求１４０を受信したことに応答
して複数のおよび／またはすべてのサポートされた通信チャネルを（たとえば、反復的に
）走査し得る。いくつかの実装形態では、局１２０は、第１のアクセスポイント１１０か
らネイバークエリ要求１４０を受信することなしに通信チャネルを走査するように構成さ
れ得る。局１２０が、（たとえば、８０２．１１ａｉ準拠ＳＮＲを求めて）通信チャネル
を走査することによって特定のアクセスポイントからネイバー報告を取得する場合、局１
２０は、特定のアクセスポイントのネイバー報告を請求するために特定のアクセスポイン
トにパブリックアクションフレームまたはプローブ要求メッセージなどのセキュアでない
メッセージをワイヤレスに通信する局１２０と比較して、ネイバー報告を取得するために
より少ないメッセージングオーバーヘッドを使用することに留意されたい。
【００３３】
　[0038]いくつかの実装形態では、第１のアクセスポイントは、第１のアクセスポイント
１１０から局１２０にワイヤレスに通信されるビーコン報告要求（たとえば、ビーコン報
告要求フレーム）中にネイバークエリ要求１４０を含め得る。たとえば、ネイバークエリ
要求１４０は、例示的な非限定的な例として、ビーコン報告要求フレームのベンダー固有
のフィールド、ビーコン報告要求フレームの予約済みフィールド、ビーコン報告要求の測
定要求フィールド、ビーコン報告要求フレームの別のフィールド、またはそれらの組合せ
の中に含められ得る。いくつかの実装形態では、ビーコン報告要求フレームは、ＩＥＥＥ
８０２．１１ｋ測定要求であり得る。ビーコン報告要求は、本明細書でさらに説明するよ
うに、ネイバー報告を取得するために通信チャネルを走査すること、および／またはネイ
バー報告を与えるように隣接アクセスポイントに要求することを行うために、記憶された
ネイバー報告（たとえば、ビーコン、プローブ応答、またはＦＩＬＳ発見フレームを介し
て受信された８０２．１１ａｉ準拠ＳＮＲに基づくネイバー報告）を与えるように局１２
０に求める指示が組み込まれ得る。
【００３４】
　[0039]ビーコン報告要求が、ビーコン表にアクセスするように局１２０に指示する情報
を含む場合、局１２０は、記憶されたビーコン表に基づいてネイバーアクセスポイントを
識別し得る。たとえば、ビーコン表は、局１２０中に含まれるメモリ（図示せず）に記憶
され得る。ビーコン表は、局１２０がビーコンメッセージをそこから受信した、関連付け
られていないアクセスポイントをそれぞれ識別する、１つまたは複数のエントリを含み得
る。したがって、ビーコン表は、局１２０によって収集された履歴データを含み得る。い
くつかの実装形態では、局１２０（たとえば、局１２０中に含まれるプロセッサおよび／
またはコントローラ）は、ビーコン報告要求がビーコン表にアクセスするように局１２０
に指示する情報を含むかどうかにかかわらず、ビーコン報告要求を受信したことに応答し
てビーコン表にアクセスし、ビーコン表中に含まれるアクセスポイントを識別し得る。
【００３５】
　[0040]ビーコン報告要求が、ネイバー報告要求をワイヤレスに通信するように局１２０
に指示する情報を含む場合、局１２０は、関連付けられていないアクセスポイントにネイ
バー報告要求１４２などのネイバー要求をワイヤレスに通信し得る。たとえば、ビーコン
報告要求フレームは、隣接アクセスポイントを照会することを局１２０に行わせる（たと
えば、ＩＤ値＝２２１を有する）ベンダー固有のオプションのサブ要素フィールドを含み
得る。代替または追加として、ビーコン報告要求フレームの予約済みフィールドは、局１
２０にネイバークエリ要求１４０を与えるために第１のアクセスポイント１１０によって
使用され得る。たとえば、ビーコン報告要求フレームは、オプションのサブ要素フィール
ドを含む測定要求フィールドを含み得る。オプションのサブ要素フィールドは、ショート
ネイバー報告（ＳＮＲ）要素識別子（ＩＤ）を含む要求要素でポピュレートされ得る。Ｓ
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ＮＲ要素ＩＤは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｉに準拠している隣接アクセスポイントなどの
隣接アクセスポイントにＳＮＲを要求することを局１２０に行わせるために使用され得る
。いくつかの実装形態では、ビーコン報告要求は、ネイバー報告要求１４２をワイヤレス
に通信するために局１２０が使用すべきチャネルを示し得る。追加または代替として、Ｓ
ＮＲ要素ＩＤは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｉに準拠していないアクセスポイントにネイバ
ー報告要求をワイヤレスに通信することを局１２０に行わせるために使用され得る。
【００３６】
　[0041]ビーコン報告要求が、通信チャネルを走査するように局１２０を指示する情報を
含む場合、局１２０は、ビーコン報告要求中で識別された通信チャネルに同調し得る。た
とえば、ビーコン報告要求フレームは、異なるアクセスポイントからのビーコンメッセー
ジまたはプローブ応答メッセージについて局１２０が監視すべき１つまたは複数のチャネ
ルを指定するデータを（たとえば、ビーコン報告要求フレームのチャネル番号フィールド
中に）含み得る。局１２０は、１つまたは複数の指定されたチャネルを識別するためにビ
ーコン報告要求をパースし得、周囲のアクセスポイントからのネイバー報告を含むビーコ
ンメッセージ、プローブ応答メッセージ、および／またはＦＩＬＳ発見フレームについて
指定されたチャネルの各々を監視し得る。ビーコン報告要求フレームのチャネル番号フィ
ールドが０の値に設定される場合、局１２０は、すべてのサポートされる通信チャネルに
対して測定を（たとえば、反復的に）実行し得る。いくつかの実装形態では、局１２０は
、ビーコン報告要求によって示された各チャネルを走査し、さらにネイバー報告要求をワ
イヤレスに通信し得る。
【００３７】
　[0042]一例として、局１２０は、チャネルのグループを走査するように局１２０に要求
する第１のアクセスポイント１１０からビーコン報告要求を受信し得る。局１２０は、チ
ャネルのグループを走査し、局１２０がネイバー報告の第１のセットを受信したチャネル
の第１のセットと局がいかなるネイバー報告も受信しなかったチャネルの第２のセットと
を識別し得る。局１２０は、チャネルの第２のセット中に含まれる特定のチャネルを使用
していることがある関連付けられていないアクセスポイントから追加のネイバー報告を取
得しようとして、チャネルの第２のセットの各チャネルを介してネイバー報告要求１４２
などのネイバー報告要求をワイヤレスに通信し得る。各ネイバー報告要求は、プローブ応
答メッセージまたはパブリックアクションフレーム（たとえば、ベンダー固有のパブリッ
クアクションフレーム）などのセキュアでないメッセージ中に含まれ得る。ネイバー報告
要求に応答して、局１２０は、チャネルの第２のセットを介してネイバー報告の第２のセ
ットを受信し得る。
【００３８】
　[0043]第１のアクセスポイント１１０から受信されたビーコン報告要求に応答して、局
１２０は、ビーコン報告を生成し得る。ビーコン報告は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｋに準拠
しておよび／または別の規格に準拠して生成され得る。ビーコン報告は、ビーコン報告要
求に応答して局１２０が受信および／または識別されたことをアクセスポイントおよび／
またはネイバー報告に示し得る。たとえば、局１２０は、異なる通信チャネルを監視する
ことによって受動的におよび／または異なる通信チャネル上でネイバー報告要求をアクテ
ィブに通信する（たとえば、送出する）ことによってネイバー報告を受信していることが
ある。別の例として、局１２０は、局１２０に記憶されたビーコン表に基づいてアクセス
ポイントを識別していることがある。ビーコン報告中で識別されたアクセスポイントごと
に、ビーコン報告は、例示的な非限定的な例として、アクセスポイントの動作チャネル、
アクセスポイントのメディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレス、局１２０において決定さ
れるアクセスポイントの信号強度（たとえば、受信信号強度指示（ＲＳＳＩ））、アクセ
スポイントに関する別のパラメータ、またはそれらの組合せを含み得る。
【００３９】
　[0044]ビーコン報告再探索フレームがネイバークエリ要求１４０を含む場合、局１２０
は、第１のアクセスポイント１１０にビーコン報告とネイバー報告とを与え得る。いくつ
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かの実装形態では、ネイバー報告は、ビーコン報告とは別個にワイヤレスに通信され得る
。たとえば、ビーコン報告は、局１２０が第１のアクセスポイント１１０にネイバー報告
をワイヤレスに通信する前またはその後に、局１２０から第１のアクセスポイント１１０
にワイヤレスに通信され得る。局１２０が、第１のアクセスポイント１１０に複数のネイ
バー報告をワイヤレスに通信する場合、複数のネイバー報告は、個々におよび／またはグ
ループでワイヤレスに通信され得る。他の実装形態では、ネイバー報告は、ビーコン報告
中に含まれ得る。たとえば、ビーコン報告は、第２の報告メッセージ１５２を含み得る。
したがって、局１２０は、例示的な非限定的な例として、個々に（たとえば、別個のメッ
セージ中で）、グループ（たとえば、メッセージ中に含まれる複数のネイバー報告）で、
ビーコン報告とは別個に、またはビーコン報告中に含めて、第１のアクセスポイント１１
０に複数のネイバー報告をワイヤレスに通信し得る。第１のアクセスポイント１１０にビ
ーコン報告および／またはネイバー報告を与えることによって、局１２０は、ビーコン報
告のみまたは個別のネイバー報告のみによって識別された隣接アクセスポイントの数と比
較してより多数の隣接アクセスポイントを第１のアクセスポイント１１０に通知し得る。
【００４０】
　[0045]第１のアクセスポイント１１０は、局１２０からネイバー報告および／またはビ
ーコン報告を受信し得る。ビーコン報告は、隣接アクセスポイントの第１のセットを識別
し得、第２のネイバー報告１３４は、隣接アクセスポイントの第２のセットを識別し得る
。いくつかの実装形態では、アクセスポイントは、隣接アクセスポイントの第１のセット
と隣接アクセスポイントの第２のセットとの両方の中に含まれ得る。第１のアクセスポイ
ント１１０は、隣接アクセスポイントの第１のセット、アクセスポイントの第２のセット
、またはその両方の中にあるアクセスポイントを識別または参照することによって、第１
のネイバー報告１１４を生成、維持、および／または更新し得る。たとえば、第１のアク
セスポイント１１０は、受信されたビーコン報告および／または受信されたネイバー報告
に基づいて、第１のネイバー報告１１４を生成し得、第１のネイバー報告１１４にアクセ
スポイントを追加し得、第１のネイバー報告１１４からアクセスポイントを除去し得、ま
たは第１のネイバー報告１１４を無変化（unchanged）のままとし得る。
【００４１】
　[0046]特定の実装形態では、局１２０は、８０２．１１ｋに準拠している要求など、第
１のネイバー報告１１４を与えるように第１のアクセスポイント１１０に要求するために
第１のアクセスポイント１１０に要求をワイヤレスに通信し得る。たとえば、局１２０は
、第１のアクセスポイント１１０からネイバークエリ要求１４０を受信するより前または
後に要求をワイヤレスに通信し得る。要求に基づいて、第１のアクセスポイント１１０は
、局１２０に第１のネイバー報告１１４（の、たとえば、直前に更新されたバージョン）
をワイヤレスに通信し得る。局１２０は、第１のアクセスポイント１１０から受信された
ネイバー報告を記憶し得る。たとえば、第１のアクセスポイント１１０は、第１のアクセ
スポイント１１０のチャネル（たとえば、動作可能なチャネル）および第１のアクセスポ
イント１１０のためのターゲットビーコン送信時間（ＴＢＴＴ）を識別する情報を含むシ
ョートネイバー報告（ＳＮＲ）として局１２０に第１のネイバー報告１１４をワイヤレス
に通信し得る。ＴＢＴＴは、ＳＮＲが局１２０にワイヤレスに通信された（たとえば、送
信された）時間からのオフセットとして表され得る。第１のネイバー報告１１４は、第１
のアクセスポイント１１０に隣接する（たとえば、それの周囲の）１つまたは複数のアク
セスポイントを識別または参照し得る。第１のネイバー報告１１４は、局１２０が、関連
するために利用可能なアクセスポイントを迅速に選択することを可能にし得、局１２０の
一部に対する走査時間および／またはプローブオーバーヘッドを低減し得る。
【００４２】
　[0047]システム１００の動作について、第１のアクセスポイント１１０、局１２０、ま
たは第２のアクセスポイント１３０を参照しながら説明したが、第１のアクセスポイント
１１０、局１２０、および第２のアクセスポイント１３０がそれぞれ別のデバイスを参照
しながら説明した動作を実行するように構成され得ることに留意されたい。たとえば、第
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１のアクセスポイント１１０は、関連付けられていない局（たとえば、第２のアクセスポ
イント１３０と関連状態にある局）からネイバー報告要求を受信し、関連付けられていな
い局に第１のネイバー報告１１４の少なくとも一部分を与えるように構成され得る。
【００４３】
　[0048]隣接アクセスポイントにネイバー報告を直接要求することを局１２０に行わせる
ことによって、第１のアクセスポイント１１０は、局１２０が、通信チャネルを監視し、
（ＩＥＥＥ８０２．１１ｋ規格に従っておよび／または別の規格に従って）ビーコン報告
を生成することによってネイバー報告を収集する場合よりも迅速に隣接アクセスポイント
を識別し得る。たとえば、局１２０が他のアクセスポイントに関連付けられていないこと
があるが、第１のアクセスポイント１１０は、他の（周囲の）アクセスポイントから局１
２０によって取得されたネイバー報告をワイヤレスに通信することを局１２０に要求する
（または行わせる）ことができる。局１２０が、（たとえば、第１のアクセスポイント１
１０から遠隔にある物理的ロケーションに位置する）第１のアクセスポイント１１０のカ
バレージ範囲内のどこかに位置し得るので、局１２０は、第１のアクセスポイント１１０
の範囲内のまたは第１のアクセスポイント１１０に可視でない別のアクセスポイントのカ
バレージ範囲内にあり得る。さらに、第１のアクセスポイント１１０が、特定の動作チャ
ネル（たとえば、通信チャネル）を使用して別の関連する局をサービスするのに忙しいこ
とがあるので、第１のアクセスポイント１１０は、他のアクセスポイントからのネイバー
報告に関して走査するか、または他のアクセスポイントにネイバー報告を要求するために
特定の動作チャネルをオフにすることができないことがある。したがって、関連する局１
２０に、第１のアクセスポイント１１０のためにネイバー報告を取得することを要求する
ことによって、局１２０が、周囲のアクセスポイントについて別のチャネルを監視する間
に、第１のアクセスポイント１１０は、それの動作チャネル上で無中断動作を継続するこ
とができる。
【００４４】
　[0049]さらに、隣接アクセスポイントからのネイバー報告に加えてビーコン報告が利用
される場合、第１のアクセスポイント１１０は、ネイバー報告によって識別された隣接ア
クセスポイントを確認するためにビーコン報告を使用することができ、確認された隣接ア
クセスポイントを含むために第１のネイバー報告１１４を更新することができる。第１の
ネイバー報告１１４を維持することによって、第１のアクセスポイント１１０は、第１の
ネイバー報告１１４に基づいて、第１のアクセスポイント１１０に関連付けられていない
局にショートネイバー報告（ＳＮＲ）を与えることが可能であり得る。ショートネイバー
報告（ＳＮＲ）は、局が、隣接アクセスポイントを迅速に発見／識別することを可能にし
、それによって、局の一部に対する走査時間および／またはプローブオーバーヘッドを低
減し得る。
【００４５】
　[0050]セキュアでないメッセージを利用することによって、８０２．１１ａｉに準拠し
ているメッセージ（たとえば、ビーコン、プローブ応答メッセージ、またはＦＩＬＳ発見
フレーム）を求めて通信チャネルを走査することによって、および／またはネイバー報告
を記憶することによって、局１２０が、第１のアクセスポイント１１０に関連付けられた
ままである間に、局１２０は、局１２０が関連付けられていないアクセスポイントからの
ネイバー報告を第１のアクセスポイント１１０に与え得る。局１２０を介して別のアクセ
スポイントのネイバー報告を受信することによって、第１のアクセスポイント１１０（た
とえば、８０２．１１ａｉ準拠アクセスポイント）は、それのネイバーフッドについての
「完全な（complete）」理解を取得し得、したがって、それ自体のＳＮＲは、「完全な（
complete）」報告であり得る。
【００４６】
　[0051]図２を参照すると、アクセスポイント開始型ネイバー報告要求を可能にするよう
に動作可能であるシステム２００の第２の態様が示されている。システム２００は、第１
のアクセスポイント１１０と、局１２０、第２のアクセスポイント１３０と、（ＡＰ＿Ｃ
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と称する）第３のアクセスポイント２６０と、（ＡＰ＿Ｄと称する）第４のアクセスポイ
ント２７０と、（ＡＰ＿Ｅと称する）第５のアクセスポイント２８０と、（ＡＰ＿Ｆと称
する）第６のアクセスポイント２９０とを含む。図２に、６つのアクセスポイント１１０
、１３０、２６０、２７０、２８０、２９０を示しているが、任意の数のアクセスポイン
トがシステム２００中に存在し得ることに留意されたい。さらに、図２に、単一の局１２
０を示しているが、任意の数の局がシステム２００中に存在し得ることに留意されたい。
アクセスポイント１１０、１３０、２６０、２７０、２８０、２９０および局１２０の各
々は、ＩＥＥＥ８０２．１１規格および／またはＷｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅ規格など
の規格に準拠して動作し得る。
【００４７】
　[0052]アクセスポイント１１０、１３０、２６０、２７０、２８０、２９０の各々は、
それ自体のワイヤレスネットワークをサポートするＩＥＥＥ８０２．１１アクセスポイン
トなどのワイヤレスネットワークのノードであり得る。たとえば、第１のアクセスポイン
ト１１０は、第１のネットワーク１１２をサポートし得、第２のアクセスポイント１３０
は、第２のネットワーク１３２をサポートし得、第３のアクセスポイント２６０は、第３
のネットワーク２６２をサポートし得、第４のアクセスポイント２７０は、第４のネット
ワーク２７２をサポートし得、第５のアクセスポイント２８０は、第５のネットワーク２
８２をサポートし得、第６のアクセスポイント２９０は、第６のネットワーク２９２をサ
ポートし得る。アクセスポイント１１０、１３０、２６０、２７０、２８０、２９０の各
々は、それ自体のネイバー報告を含み得る（たとえば、記憶し得る）。図１Ａの第１のネ
イバー報告１１４に関して説明したように、各アクセスポイントのネイバー報告は、隣接
アクセスポイントを識別し得、ビーコン報告、別のネイバー報告、またはそれらの組合せ
に基づいて生成（たとえば、ポピュレート）され得る。
【００４８】
　[0053]図１と同様に、図２では、局１２０は、局１２０と第１のアクセスポイント１１
０との間の実線によって示されるように、第１のアクセスポイント１１０に関連付けられ
ている。局１２０はまた、第２のアクセスポイント１３０のカバレージエリア中にあり、
第２のアクセスポイント１３０とは関連付けられていない状態（たとえば、関連づけられ
る前の状態（pre-associated state））にあり得る。局１２０が、第２のアクセスポイン
ト１３０に関連付けられていない場合、局１２０と第２のアクセスポイント１３０とは、
（局１２０と第２のアクセスポイント１３０との間の破線で示すように）セキュアでない
メッセージを使用してワイヤレスに通信し得る。局１２０は、第３のアクセスポイント２
６０、第４のアクセスポイント２７０、第５のアクセスポイント２８０、および第６のア
クセスポイント２９０の各々のカバレージエリアの外側にあり、それらの各々には関連付
けられていないことがある。
【００４９】
　[0054]動作中、局１２０は、第１のアクセスポイント１１０からネイバークエリ要求１
４０を受信し得る。ネイバークエリ要求１４０に基づいて、局１２０は、第１のアクセス
ポイント１１０にネイバー報告をワイヤレスに通信し得る。たとえば、局１２０は、報告
メッセージ１５２の一部として第１のアクセスポイント１１０にネイバー報告をワイヤレ
スに通信し得る。いくつかの実装形態では、局１２０はまた、第１のアクセスポイント１
１０に報告メッセージ１５２中に含まれるビーコン報告を与え得る。たとえば、局１２０
は、第１のアクセスポイント１１０から受信されたビーコン報告要求に応答してビーコン
報告を与え得る。
【００５０】
　[0055]特定の実装形態では、ネイバークエリ要求１４０に応答して、局１２０は、第２
のアクセスポイント１３０にネイバー報告要求１４２をワイヤレスに通信し得る。ネイバ
ー報告要求１４２をワイヤレスに通信した後に、局１２０は、第２のアクセスポイント１
３０から、ネイバー報告要求１４２に応答する第１の報告メッセージ１５０を受信し得る
。局１２０は、第１のアクセスポイント１１０に（第１の報告メッセージ１５０に基づく
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）第２の報告メッセージ１５２をワイヤレスに通信し得る。たとえば、局１２０は、第２
の報告メッセージ１５２として第１のアクセスポイント１１０に第１の報告メッセージ１
５０を転送し得る。代替的に、局１２０は、第１の報告メッセージ１５０中で受信された
データを変更（たとえば、再フォーマット）し、次いで、第２の報告メッセージ１５２中
で第１のアクセスポイント１１０に変更されたデータをワイヤレスに通信し得る。
【００５１】
　[0056]第２のアクセスポイント１３０は、第２のネイバー報告１３４を含み得る（たと
えば、記憶し得る）。第２のネイバー報告１３４は、第５のアクセスポイント２８０など
の他のアクセスポイントからのネイバー報告に基づいて生成され得、アクセスポイント１
１０、２６０、２７０、２８０、および２９０のうちの１つまたは複数を識別または参照
し得る。第２のアクセスポイント１３０の観点から、アクセスポイント１１０、２６０、
２７０、および２８０の各々は１ホップ離れており、第６のアクセスポイント２９０は、
２ホップ離れている。追加または代替として、第２のネイバー報告１３４は、第２のアク
セスポイント１３０に関連付けられている特定の局から受信されたビーコン報告に基づき
得る。第２のネイバー報告１３４はまた、第２のアクセスポイント１３０を識別または参
照し得、あるいは第２のアクセスポイント１３０は、メタデータまたは第２のネイバー報
告１３４（または第１の報告メッセージ１５０）のヘッダに基づくなどして第２のネイバ
ー報告１３４のソース（または第１の報告メッセージ１５０のソース）として識別可能で
あり得る。
【００５２】
　[0057]したがって、第２のネイバー報告１３４が、１ホップ離れたアクセスポイント（
たとえば、アクセスポイント１１０、２６０、２７０、および２８０）および複数ホップ
離れたアクセスポイント（たとえば、第６のアクセスポイント２９０）を識別するので、
第２のアクセスポイント１３０から局１２０に与えられる第１の報告メッセージ１５０は
また、これらのアクセスポイントの各々を識別し得る。したがって、第１の報告メッセー
ジ１５０に基づいて生成された第２の報告メッセージ１５２に基づいて、第１のアクセス
ポイント１１０は、第１のアクセスポイント１１０から複数ホップ離れた第６のアクセス
ポイント２９０などのアクセスポイントを識別するネイバー情報を受信し得る。第１のア
クセスポイント１１０は、第２の報告メッセージ１５２中で識別されたアクセスポイント
に基づいて第１のネイバー報告１１４を生成、維持、または更新し得る。たとえば、第１
のアクセスポイント１１０は、１ホップ離れたアクセスポイント（たとえば、アクセスポ
イント１３０、２６０、および２７０）と、２ホップ離れたアクセスポイント（たとえば
、第５のアクセスポイント２８０）と、３ホップ離れたアクセスポイント（たとえば、第
６のアクセスポイント２９０）とを識別することを含む、図１Ａの第１のネイバー報告１
１４を生成し得る。したがって、この例では、第１のネイバー報告１１４は、ネットワー
ク全体にわたるアクセスポイントトポグラフィを与え得る。
【００５３】
　[0058]別の特定の実装形態では、ネイバークエリ要求１４０に応答して、第２のアクセ
スポイント１３０は、第２のアクセスポイント１３０に関連付けられた局によって生成さ
れた１つまたは複数のビーコン報告に基づいて識別された隣接アクセスポイントを識別す
る累積ビーコン報告で応答し得る。たとえば、第２のネイバー報告１３４は、第２のアク
セスポイント１３０によって受信されたビーコン報告とネイバー報告とによって識別され
た隣接アクセスポイントを識別し得る。累積ビーコン報告は、第２のアクセスポイント１
３０によって受信されたビーコン報告中で識別されなかったアクセスポイントを第２のネ
イバー報告１３４から除去することによって生成され得る。例示すれば、累積ビーコン報
告は、第２のネイバー報告１３４の低減バージョン（reduced version）であり得る。別
の例として、累積ビーコン報告は、第２のネイバー報告１３４とは別個のものであり得、
第２のアクセスポイント１３０によって受信されたビーコン報告に基づいて第２のアクセ
スポイント１３０によって生成され得る。累積ビーコン報告は、第１の報告メッセージ１
５０の一部として局１２０に与えられ得る。図２の例では、累積ビーコン報告は、第１の
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アクセスポイント１１０と、第３のアクセスポイント２６０と、第４のアクセスポイント
２７０と、第５のアクセスポイント２８０とを識別または参照し得る。第２のアクセスポ
イント１３０が第６のアクセスポイント２９０のカバレージ範囲の外側にあり、したがっ
て、第６のアクセスポイント２９０からのビーコンを検出することができないので、累積
ビーコン報告が、第２のアクセスポイント１３０から複数ホップ離れた第６のアクセスポ
イント２９０を含まないことがあることに注意されたい。累積ビーコン報告はまた、第２
のアクセスポイント１３０を識別または参照し得、第２のアクセスポイント１３０は、累
積ビーコン報告のソースとして識別可能であり得る。
【００５４】
　[0059]第２のアクセスポイント１３０が、ネイバー報告を要求する局１２０からネイバ
ー報告要求１４２などのセキュアでないメッセージを受信する場合、第２のアクセスポイ
ント１３０は、局１２０に累積ビーコン報告を含む第１の報告メッセージ１５０をワイヤ
レスに通信し得る。局１２０は、第１の報告メッセージ１５０に基づいて第２の報告メッ
セージ１５２を生成し得、第１のアクセスポイント１１０に第２の報告メッセージ１５２
をワイヤレスに通信し得る。第２の報告メッセージ１５２に基づいて、第１のアクセスポ
イント１１０は、図１Ａの第１のネイバー報告１１４を生成、維持、または更新し得る。
したがって、累積ビーコン報告に基づいて、第１のネイバー報告１１４は、第１のアクセ
スポイント１１０から複数ホップ離れた比較的少数のアクセスポイントを識別し得る。た
とえば、第２のアクセスポイント１３０が、第２のネイバー報告１３４の代わりに累積ビ
ーコン報告を局１２０に与える場合、第１のネイバー報告１１４は、第６のアクセスポイ
ント２９０を識別しないことがある。
【００５５】
　[0060]累積ビーコン報告を与えることによって、第２のアクセスポイント１３０は、報
告メッセージ１５０、１５２を介して第１のアクセスポイント１１０に与えられる識別さ
れた隣接アクセスポイントの数を制限し得る。第２のアクセスポイント１３０は、ビーコ
ン報告に基づいて第２のアクセスポイント１３０によって識別されたアクセスポイントを
識別し、第２のアクセスポイントに関連付けられた局を介して受信されたネイバー報告の
みに基づいて識別されたアクセスポイントを除外するために、第１の報告メッセージ１５
０を生成し得る。したがって、第１のアクセスポイント１１０が、累積ビーコン報告中で
識別されたアクセスポイントに基づいて図１Ａの第１のネイバー報告１１４を生成、維持
、または更新する場合、第１のネイバー報告１１４は、第１のアクセスポイント１１０か
ら複数ホップ離れた比較的少数の隣接アクセスポイントを含み得る。いくつかの実装形態
では、第１のアクセスポイント１１０は、第１のアクセスポイント１１０によって受信さ
れたビーコン報告に基づいて第１のネイバー報告１１４中に含まれたアクセスポイントを
識別することによって累積ビーコン報告を生成するように構成され得る。第１のネイバー
報告１１４（または第１のアクセスポイント１１０によって生成された累積ビーコン報告
）は、認証するのに利用可能および／または好適なアクセスポイントを迅速に識別するた
めに関連付けられていない局が使用するためのＳＮＲを生成するために使用され得る。し
たがって、第６のアクセスポイント２９０が第１のアクセスポイント１１０に識別されな
い（たとえば、第１のネイバー報告１１４に含まれない）ように第２のアクセスポイント
１３０におけるネイバーアクセスポイント情報を制限（たとえば、低減）することは、関
連付けのために適切なアクセスポイントを識別するために第１のアクセスポイント１１０
からのＳＮＲを使用する局１２０の能力を低減しないことがある。識別される隣接アクセ
スポイントの数を制限することは、低データレートネットワークにおいて、ならびにネイ
バー報告と報告メッセージとを短く保つことが有用である他のシナリオおよび／またはネ
ットワーク全体にわたるアクセスポイントトポグラフィが必要とされない他のシナリオに
おいて望ましいものであり得る。
【００５６】
　[0061]システム２００の動作について、第１のアクセスポイント１１０、局１２０、第
２のアクセスポイント１３０、第３のアクセスポイント２６０、第４のアクセスポイント
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２７０、第５のアクセスポイント２８０、および第６のアクセスポイント２９０を参照し
ながら説明したが、第１のアクセスポイント１１０、局１２０、第２のアクセスポイント
１３０、第３のアクセスポイント２６０、第４のアクセスポイント２７０、第５のアクセ
スポイント２８０、または第６のアクセスポイント２９０の各々が、別のデバイス（たと
えば、第１のアクセスポイント１１０、局１２０、第２のアクセスポイント１３０、第３
のアクセスポイント２６０、第４のアクセスポイント２７０、第５のアクセスポイント２
８０、または第６のアクセスポイント２９０）を参照しながら説明した動作を実行するよ
うに構成され得ることに留意されたい。たとえば、第１のアクセスポイント１１０は、第
２のアクセスポイント１３０に関連付けられた局（図示せず）など、関連付けられていな
い局から受信されたネイバー報告要求に応答して、第１のアクセスポイント１１０によっ
て生成された累積ビーコン報告を提供するように構成され得る。
【００５７】
　[0062]図３を参照し、３００として示された、アクセスポイントを動作させる例示的な
方法について説明する。方法３００は、図１Ａおよび図２のアクセスポイント１１０、１
３０のうちの１つまたは図２のアクセスポイント２６０、２７０、２８０、２９０のうち
の１つを使用して実行され得る。
【００５８】
　[0063]方法３００は、３０２において、局が第１のアクセスポイントには関連付けられ
、第２のアクセスポイントには関連付けられていない間に、第１のアクセスポイントから
局にネイバークエリ要求をワイヤレスに通信することを含む。ネイバークエリ要求は、第
２のネイバー報告を取得するために第２のアクセスポイントに照会することを局に行わせ
るように構成される。第１のアクセスポイントは、例示的な非限定的な例として、ネイバ
ークエリ要求を１時間に一度、１日に一度、または１週間に一度など周期的に発行し得る
。第１のアクセスポイントは、図１Ａの第１のネイバー報告１１４をサポートする第１の
アクセスポイント１１０を含み得る。局と第２のアクセスポイントとは、それぞれ、図１
Ａおよび図２の局１２０と第２のアクセスポイント１３０とを含み得る。ネイバークエリ
要求は、図１Ａおよび図２のネイバークエリ要求１４０を含み得る。特定の実装形態では
、第１のアクセスポイント、第２のアクセスポイント、および／または局は、同じベンダ
ー（たとえば、同じサービスプロバイダ）を有する。
【００５９】
　[0064]方法３００は、３０４において、局から第２のネイバー報告を受信することをさ
らに含み得る。第２のネイバー報告は、ＩＥＥＥ規格（たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１１
ａｉ規格）などの規格に準拠していることがある。たとえば、第２のネイバー報告は、シ
ョートネイバー報告情報要素を含み得る。第２のネイバー報告は、第２のネイバー報告１
３４を含み得、ならびに／または図１Ａおよび図２の報告メッセージ１５０、１５２中に
含まれ得る。
【００６０】
　[0065]いくつかの実装形態では、方法３００は、ビーコン報告要求フレームを生成する
ことと、第１のアクセスポイントから局にビーコン報告要求フレームをワイヤレスに通信
することとをさらに含み得る。たとえば、ビーコン報告要求フレームは、電気電子技術者
協会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ｋ規格に準拠していることがあり得、および／またはＷｉ
－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅ規格などの別の規格に準拠していることがあり得る。ビーコン
報告要求フレームは、ネイバークエリ要求を含み得る。たとえば、ネイバークエリ要求は
、ベンダー指定のフィールドまたはビーコン報告要求フレームの予約済みフィールド中に
含まれ得る。別の例として、ネイバークエリ要求フレームは、ショートネイバー報告（Ｓ
ＮＲ）要素識別子（ＩＤ）などの要求要素でポピュレートされる要求フィールド（たとえ
ば、測定要求フィールド）を含み得る。たとえば、ネイバークエリ要求が、ショートネイ
バー報告（ＳＮＲ）要素識別子（ＩＤ）によって示され得、ここで、ＳＮＲ要素ＩＤは、
ビーコン要求フレームの測定フィールド中に含まれる。さらに、第１のアクセスポイント
は、局によって検出されたアクセスポイントを示す情報を含むビーコン報告を局から受信
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し得る。第１のアクセスポイントは、第２のネイバー報告中で識別された隣接アクセスポ
イント、ビーコン報告中で識別された隣接アクセスポイント、またはそれらの組合せに基
づいて第１のネイバー報告を生成し得る。たとえば、第１のネイバー報告は、電気電子技
術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１１規格、Ｗｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅ規格、またはそ
の両方に準拠しているショートネイバー報告（ＳＮＲ）を含み得る。
【００６１】
　[0066]方法３００により、第１のアクセスポイントは、第１のアクセスポイントにネイ
バー報告を提供することを局に行わせることが可能になり得る。たとえば、局にネイバー
クエリ要求をワイヤレスに通信したことに応答して、第１のアクセスポイントは、局を介
して第２のアクセスポイントから第２のネイバー報告を受信し得る。第２のネイバー報告
によって識別されたアクセスポイントに基づいて、第１のアクセスポイントは、第１のア
クセスポイントのネイバーアクセスポイントを示すために第１のネイバー報告を生成、維
持、および／または更新することができる。
【００６２】
　[0067]図４を参照し、４００として示された、局を動作させる例示的な方法について説
明する。方法４００は、図１Ａおよび図２の局１２０を使用して実行され得る。
【００６３】
　[0068]方法４００は、４０２において、第１のアクセスポイントに関連付けられた局に
おいて第１のアクセスポイントからネイバークエリ要求を受信することを含む。第１のア
クセスポイントは、図１Ａの第１のネイバー報告１１４などの第１のネイバー報告を含み
得る。ネイバークエリ要求は、第１のアクセスポイントから局において受信されるビーコ
ン報告要求フレーム中に含まれ得る。たとえば、局と第１のアクセスポイントとは、それ
ぞれ、図１Ａおよび図２の局１２０と第１のアクセスポイント１１０とを含み得る。ネイ
バークエリ要求は、図１Ａおよび図２のネイバークエリ要求１４０を含み得る。ネイバー
クエリ要求は、第２のアクセスポイントにネイバー報告要求をワイヤレスに通信すること
を局に行わせるために第１の情報を含み得る。
【００６４】
　[0069]ネイバークエリ要求がビーコン報告要求フレーム中に含まれる場合、方法４００
は、第１のアクセスポイントからビーコン報告要求フレームを受信することを含み得る。
方法４００はまた、ビーコン報告要求フレーム中に含まれるショートネイバー報告（ＳＮ
Ｒ）要素識別子（ＩＤ）を検出することを含み得る。ネイバークエリ要求は、ＳＮＲ要素
ＩＤによって示され得る。たとえば、ＳＮＲ要素ＩＤは、ビーコン報告要求フレームの測
定フィールド中に含まれ得る。
【００６５】
　[0070]方法４００は、４０４において、局が第２のアクセスポイントに関連付けられて
いない間に、局から第１のアクセスポイントに第２のアクセスポイントのネイバー報告を
ワイヤレスに通信することをさらに含む。局が、第２のアクセスポイントに関連付けられ
ていない場合、局は、第２のアクセスポイントに関して未認証状態にあり得る。ネイバー
報告は、図１Ａの第２のネイバー報告１３４を含み得る。ネイバー報告は、局から第１の
アクセスポイントにワイヤレスに通信される、図１Ａの第２の報告メッセージ１５２など
の報告メッセージ中に含まれ得る。すなわち、方法４００により、第２のアクセスポイン
トに関連付けられていない局は、第２のアクセスポイントのネイバー報告を要求すること
が可能になり得る。
【００６６】
　[0071]いくつかの実装形態では、局は、第１のアクセスポイントからネイバークエリ要
求を受信するより前にメモリ中に（第２のアクセスポイントの）ネイバー報告を記憶し得
る。ネイバークエリ要求に応答して、方法４００は、メモリから記憶されたネイバー報告
を取り出すことを含み得る。たとえば、局のプロセッサまたはコントローラは、メモリに
アクセスすることと、記憶されたネイバー報告のコピーを生成することとを行うように構
成され得る。局は、第１のアクセスポイントに記憶されたネイバー報告のコピーを送り得
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る。
【００６７】
　[0072]他の実装形態では、第１のアクセスポイントにネイバー報告をワイヤレスに通信
するより前に、局は、第２のアクセスポイントに、図１Ａおよび図２のネイバー報告要求
１４２などのネイバー報告要求をワイヤレスに通信し得る。ネイバー報告要求は、局に第
２のネイバー報告をワイヤレスに通信することを第２のアクセスポイントに行わせる第２
の情報を含み得る。たとえば、第２のアクセスポイントは、図１Ａおよび図２の第２のア
クセスポイント１３０を含み得る。いくつかの実装形態では、局は、ネイバー報告要求を
含むパブリックアクションフレームなどのセキュアでないメッセージを生成し得る。たと
えば、パブリックアクションフレームは、ベンダー固有のパブリックアクションフレーム
であり得る。
【００６８】
　[0073]特定の実装形態では、方法４００は、第２のアクセスポイントから第２のネイバ
ー報告を受信することをさらに含み得る。たとえば、局は、第２のアクセスポイントから
ネイバー報告を取得するために通信チャネルを走査し得る。局は、通信チャネルを使用し
て第２のアクセスポイントによってワイヤレスに通信されるビーコンメッセージ、プロー
ブ応答メッセージ、または高速初期リンクセットアップ（ＦＩＬＳ）発見フレームのうち
の少なくとも１つ中に含まれる第２のネイバー報告を受信し得る。
【００６９】
　[0074]別の特定の実装形態では、局は、第１のアクセスポイントからビーコン報告要求
フレームを受信し得る。ネイバークエリ要求を示すショートネイバー報告（ＳＮＲ）要素
識別子（ＩＤ）は、ビーコン報告要求フレーム中に含まれ得、局によって検出され得る。
たとえば、ＳＮＲ要素ＩＤは、ビーコン要求フレームの測定フィールド中に含まれ得る。
ビーコン報告要求フレームに応答して、局は、ビーコン報告を生成し、第１のアクセスポ
イントにビーコン報告をワイヤレスに通信し得る。ビーコン報告は、第２のネイバー報告
とは別個のものであるか、または第２のネイバー報告を含み得る。追加または代替として
、局は、局に第１のネイバー報告をワイヤレスに通信するように第１のアクセスポイント
に要求し得る。
【００７０】
　[0075]別の特定の実装形態では、第１のアクセスポイントと、第２のアクセスポイント
と、局とは、同じベンダーを有する。代替的に、第２のアクセスポイントと局とは、異な
るベンダーからのものであり得る。第２のアクセスポイントと局とが異なるベンダーから
のものである場合、局は、ネイバー報告要求に応答して第２のアクセスポイントから要求
された第２のネイバー報告を受信しないことがある。代わりに、局は、第２のアクセスポ
イントからアサートされた不適格フラグまたはアサートされた拒否フラグを含むメッセー
ジを受信し得る。
【００７１】
　[0076]図５を参照しながら、５００として示された、アクセスポイントを動作させる別
の例示的な方法について説明する。方法５００は、図１Ａおよび図２のアクセスポイント
１１０、１３０のうちの１つまたは図２のアクセスポイント２６０、２７０、２８０、２
９０のうちの１つを使用して実行され得る。
【００７２】
　[0077]方法５００は、５０２において、アクセスポイントに関連付けられていない局か
らアクセスポイントにおいてネイバー報告要求を受信することを含む。ネイバー報告要求
は、第１のパブリックアクションフレームなどの第１のセキュアでないメッセージ中に含
まれ得る。たとえば、局とアクセスポイントとは、それぞれ、図１Ａおよび図２の局１２
０と第２のアクセスポイント１３０とを含み得る。ネイバー報告要求は、図１Ａおよび図
２のネイバー報告要求１４２を含み得る。別の例として、ネイバー報告要求は、ビーコン
要求フレーム中に含まれ得る。例示すれば、ネイバー報告要求は、ビーコン報告要求フレ
ームの測定フィールドなどのフィールドに含まれていたショートネイバー報告（ＳＮＲ）
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要素識別子（ＩＤ）によって示され得る。局は、ビーコン要求フレーム中に含まれるＳＮ
Ｒ要素ＩＤを検出するように構成され得る。
【００７３】
　[0078]方法５００は、５０４において、ネイバー報告要求に応答してアクセスポイント
から局にアクセスポイントのネイバー報告をワイヤレスに通信することをさらに含む。局
がアクセスポイントに関連付けられていないとき、ネイバー報告は、ショートネイバー報
告（ＳＮＲ）情報要素（ＩＥ）を含み得、局にワイヤレスに通信され得る。アクセスポイ
ントのネイバー報告は、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１１規格またはＷｉ－
Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅ規格などの規格に準拠したものであり得る。局にワイヤレスに通
信されるネイバー報告は、第２のパブリックアクションフレームなどの第２のセキュアで
ないメッセージ中に含まれ得る。第２のセキュアでないメッセージは、ベンダー固有のパ
ブリックアクションフレームであり得る。代替的に、ネイバー報告は、アクセスポイント
からのビーコンメッセージまたはプローブ応答メッセージ中で局にワイヤレスに通信され
得る。ネイバー報告は、図１Ａおよび図２の報告メッセージ１５０中に含まれ得る。方法
５００により、アクセスポイントは、関連付けられていない局にネイバー報告を提供する
ことが可能になり得る。
【００７４】
　[0079]図６を参照すると、特定の例示的なワイヤレス通信デバイスのブロック図が示さ
れており、全体的に６００と称する。デバイス６００は、メモリ６３２に結合されたデジ
タル信号プロセッサなどのプロセッサ６１０を含む。例示的な例では、デバイス６００ま
たはそれの構成要素は、図１Ａおよび図２のアクセスポイント１１０、１３０、局１２０
、図２のアクセスポイント２６０、２７０、２８０、２９０、またはそれらの構成要素を
含むか、またはそれらの中に含まれ得る。
【００７５】
　[0080]プロセッサ６１０は、非一時的コンピュータ可読媒体などのメモリ６３２中に記
憶されたソフトウェア（たとえば、命令のプログラム６６８）を実行するように構成され
得る。追加または代替として、プロセッサ６１０は、ワイヤレスインターフェース６４０
（たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１１ワイヤレスインターフェースおよび／またはＷｉ－Ｆ
ｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅ規格対応インターフェース）のメモリ中に記憶された命令を実施す
るように構成され得る。特定の実装形態では、プロセッサ６１０は、図３～図５の方法の
うちの１つまたは複数に従って動作するように構成され得る。たとえば、プロセッサ６１
０は、図３～図５の方法のうちの少なくとも１つを実行するためのネイバークエリ／ネイ
バー報告論理６６４を含み得る。プロセッサ６１０はまた、ネイバー報告６７０および／
またはビーコン報告６７２を受信する、決定する、記憶する、および／または取り出す（
たとえば、アクセスする）ように構成され得る。たとえば、ネイバー報告６７０および／
またはビーコン報告６７２は、メモリ６３２中に記憶され得る。いくつかの実装形態では
、ネイバー報告６７０は、例示的な非限定的な例として、第１のネイバー報告１１４およ
び／または第２のネイバー報告１３４を含み得る。他の実装形態では、ビーコン報告６７
２は、図１Ａおよび図２の局１２０などの局によって生成されるビーコン報告を含み得る
。
【００７６】
　[0081]ワイヤレスインターフェース６４０は、プロセッサ６１０とアンテナ６４２とに
結合され得る。たとえば、ワイヤレスインターフェース６４０は、アンテナ６４２を介し
て受信されたワイヤレスデータが、およびプロセッサ６１０に提供され得るように、トラ
ンシーバ６４６を介してアンテナ６４２に結合され得る。トランシーバ６４６は、送信機
、受信機、またはそれらの組合せを含み得る。トランシーバ６４６は、例示的な非限定的
な例として、ネイバー報告、ビーコン報告、ビーコン報告要求フレーム、ネイバークエリ
要求、ビーコンメッセージ、プローブメッセージ、高速初期リンクセットアップ（ＦＩＬ
Ｓ）発見フレーム、またはそれらの組合せなどのデータをワイヤレスに通信する（たとえ
ば、送信する、および／または受信する）ように構成され得る。たとえば、プロセッサ６
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１０は、関連付けられた第１のアクセスポイント（たとえば、第１のアクセスポイント１
１０）にトランシーバ６４６によってワイヤレスに通信されるべきネイバー報告（たとえ
ば、第２のネイバー報告１３４）を開始するように構成され得る。
【００７７】
　[0082]コーダ／デコーダ（コーデック）６３４も、プロセッサ６１０に結合され得る。
スピーカー６３６およびマイクロフォン６３８が、コーデック６３４に結合され得る。デ
ィスプレイコントローラ６２６がプロセッサ６１０とディスプレイデバイス６２８とに結
合され得る。特定の実装形態では、プロセッサ６１０、ディスプレイコントローラ６２６
、メモリ６３２、コーデック６３４、およびワイヤレスインターフェース６４０は、シス
テムインパッケージまたはシステムオンチップデバイス６２２中に含まれる。いくつかの
実装形態では、入力デバイス６３０および電源６４４は、システムオンチップデバイス６
２２に結合される。さらに、図６に示すように、ディスプレイデバイス６２８、入力デバ
イス６３０、スピーカー６３６、マイクロフォン６３８、アンテナ６４２、および電源６
４４は、システムオンチップデバイス６２２の外部にあり得る。ただし、ディスプレイ６
２８、入力デバイス６３０、スピーカー６３６、マイクロフォン６３８、アンテナ６４２
、および電源６４４の各々は、インターフェースまたはコントローラなどの、システムオ
ンチップデバイス６２２の少なくとも１つの構成要素に結合され得る。
【００７８】
　[0083]説明した態様に関連して、第１の装置は、第１のアクセスポイントから第１のア
クセスポイントに関連付けられている局に、局に対するネイバークエリ要求をワイヤレス
に通信するための手段を含む。ネイバークエリ要求は、ネイバー報告を取得するために第
２のアクセスポイントに照会することを局に行わせる情報を含み得る。局は、第２のアク
セスポイントに関連付けられていないことがある。たとえば、ワイヤレスに通信するため
の手段は、図１Ａおよび図２のアクセスポイント１１０、１３０、図２のアクセスポイン
ト２６０、２７０、２８０、２９０、図６のワイヤレスインターフェース６４０、トラン
シーバ６４６、命令６６８を実行するようにプログラムされたプロセッサ６１０、ネイバ
ークエリ／ネイバー報告論理６６４、ワイヤレス通信デバイス６００、ネイバークエリ要
求をワイヤレスに通信するための別のデバイス、回路、モジュール、または他の命令、あ
るいはそれらの任意の組合せを含み得る。
【００７９】
　[0084]第１の装置はまた、局からネイバー報告を受信するための手段を含む。たとえば
、受信するための手段は、図１Ａおよび図２のアクセスポイント１１０、１３０、図２の
アクセスポイント２６０、２７０、２８０、２９０、図６のワイヤレスインターフェース
６４０、トランシーバ６４６、命令６６８を実行するようにプログラムされたプロセッサ
６１０、ネイバークエリ／ネイバー報告論理６６４、ワイヤレス通信デバイス６００、ネ
イバー報告を受信するための別のデバイス、回路、モジュール、または他の命令、あるい
はそれらの任意の組合せを含み得る。
【００８０】
　[0085]説明した態様に関連して、第２の装置は、第１のアクセスポイントに関連付けら
れている局において、第１のアクセスポイントからネイバークエリ要求を受信するための
手段を含む。たとえば、受信するための手段は、図１Ａおよび図２の局１２０、図６のワ
イヤレスインターフェース６４０、トランシーバ６４６、命令６６８を実行するようにプ
ログラムされたプロセッサ６１０、ネイバークエリ／ネイバー報告論理６６４、ワイヤレ
ス通信デバイス６００、ネイバークエリ要求を受信するための別のデバイス、回路、モジ
ュール、または他の命令、あるいはそれらの任意の組合せを含み得る。
【００８１】
　[0086]第２の装置はまた、局から第２のアクセスポイントに、ネイバークエリ要求に基
づいてネイバー報告要求をワイヤレスに通信するための手段を含む。局は、第２のアクセ
スポイントに関連付けられていない。たとえば、ワイヤレスに通信するための手段は、図
１Ａおよび図２の局１２０、図６のワイヤレスインターフェース６４０、トランシーバ６
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４６、命令６６８を実行するようにプログラムされたプロセッサ６１０、ネイバークエリ
／ネイバー報告論理６６４、ワイヤレス通信デバイス６００、ネイバー報告要求をワイヤ
レスに通信するための別のデバイス、回路、モジュール、または他の命令、あるいはそれ
らの任意の組合せを含み得る。
【００８２】
　[0087]説明した態様に関連して、第３の装置は、アクセスポイントに関連付けられてい
ない局からアクセスポイントにおいて、ネイバー報告要求を受信するための手段を含む。
たとえば、受信するための手段は、図１Ａおよび図２のアクセスポイント１１０、１３０
、図２のアクセスポイント２６０、２７０、２８０、２９０、図６のワイヤレスインター
フェース６４０、トランシーバ６４６、命令６６８を実行するようにプログラムされたプ
ロセッサ６１０、ネイバークエリ／ネイバー報告論理６６４、ワイヤレス通信デバイス６
００、ネイバー報告要求を受信するための別のデバイス、回路、モジュール、または他の
命令、あるいはそれらの任意の組合せを含み得る。
【００８３】
　[0088]第３の装置はまた、局に、ネイバー報告要求に応答してアクセスポイントのネイ
バー報告をワイヤレスに通信するための手段を含む。たとえば、ワイヤレスに通信するた
めの手段は、図１Ａおよび図２のアクセスポイント１１０、１３０、図２のアクセスポイ
ント２６０、２７０、２８０、２９０、図６のワイヤレスインターフェース６４０、トラ
ンシーバ６４６、命令６６８を実行するようにプログラムされたプロセッサ６１０、ネイ
バークエリ／ネイバー報告論理６６４、ワイヤレス通信デバイス６００、ネイバー報告を
ワイヤレスに通信するための別のデバイス、回路、モジュール、または他の命令、あるい
はそれらの任意の組合せを含み得る。
【００８４】
　[0089]説明した態様に関連して、第４の装置は、第１のアクセスポイントに関連付けら
れている局において、第２のアクセスポイントからネイバー報告を受信するための手段を
含む。局は、第２のアクセスポイントに関連付けられていない。たとえば、受信するため
の手段は、図１Ａおよび図２の局１２０、図６のワイヤレスインターフェース６４０、ト
ランシーバ６４６、命令６６８を実行するようにプログラムされたプロセッサ６１０、ネ
イバークエリ／ネイバー報告論理６６４、ワイヤレス通信デバイス６００、ネイバー報告
を受信するための別のデバイス、回路、モジュール、または他の命令、あるいはそれらの
任意の組合せを含み得る。
【００８５】
　[0090]第４の装置はまた、第１のアクセスポイントにネイバー報告をワイヤレスに通信
するための手段を含む。たとえば、ワイヤレスに通信するための手段は、図１Ａおよび図
２の局１２０、図６のワイヤレスインターフェース６４０、トランシーバ６４６、命令６
６８を実行するようにプログラムされたプロセッサ６１０、ネイバークエリ／ネイバー報
告論理６６４、ワイヤレス通信デバイス６００、ネイバー報告をワイヤレスに通信するた
めの別のデバイス、回路、モジュール、または他の命令、あるいはそれらの任意の組合せ
を含み得る。
【００８６】
　[0091]図１～図６のうちの１つまたは複数は、本開示の教示によるシステム、装置、お
よび／または方法を示し得るが、本開示は、これらの示されたシステム、装置、および／
または方法に限定されない。本明細書で示し、または説明する図１～図６のいずれかの１
つまたは複数の機能または構成要素は、図１～図６の別の１つまたは複数の他の部分と組
み合わせられ得る。したがって、本明細書で説明するいずれの単一の態様も限定的と解釈
されるべきではなく、本開示の態様は、本開示の教示から離れることなく適切に組み合わ
せられ得る。
【００８７】
　[0092]さらに、本明細書で開示された態様に関して説明された様々な例示的な論理ブロ
ック、構成、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、プ
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ロセッサによって実行されるコンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装
され得ることを、当業者は理解されよう。様々な例示的な構成要素、ブロック、構成、モ
ジュール、回路、およびステップについて、上記では概してそれらの機能に関して説明し
た。そのような機能が、ハードウェアとして実装されるかまたはプロセッサ実行可能命令
として実装されるかは、具体的な適用例、およびシステム全体に課せられる設計制約に依
存する。当業者は、説明されている機能を具体的な適用例ごとに様々な方法で実装するこ
とができるが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすと解釈さ
れるべきではない。
【００８８】
　[0093]本明細書で開示した態様に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは
、直接ハードウェアで実施され得るか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジ
ュールで実施され得るか、またはその２つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュ
ールは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）、プログラマブル読取り専用メモリ（ＰＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読取り
専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気消去可能プログラマブル読取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯ
Ｍ（登録商標））、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、コンパクトディ
スク読取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、または当技術分野で知られている任意の他の形
態の非一時的（non-transient）（たとえば、非一時的（non-transitory））記憶媒体中
に存在し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒
体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。代替として、記憶媒体
はプロセッサと一体化であり得る。プロセッサおよび記憶媒体は、特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ）の中に存在し得る。ＡＳＩＣはコンピューティングデバイスまたはユーザ端
末中に存在し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、コンピューティングデバ
イスまたはユーザ端末内に個別の構成要素として存在し得る。
【００８９】
　[0094]開示された態様の上記の説明は、当業者が開示された態様を製作または使用する
ことを可能にするために提供されている。これらの態様への様々な修正が当業者には容易
に明らかになり、本明細書で定義された原理が、本開示の範囲から逸脱することなく他の
態様に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書に示された態様に限定されること
を意図されておらず、以下の特許請求の範囲によって定義される原理および新規な特徴と
一致する可能な最も広い範囲を与えられるべきである。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[Ｃ１]　第１のアクセスポイントに関連付けられた局において前記第１のアクセスポイン
トからネイバークエリ要求を受信することと、
　前記局が第２のアクセスポイントに関連付けられていない間に、前記局から前記第１の
アクセスポイントに前記第２のアクセスポイントのネイバー報告をワイヤレスに通信する
ことと
　を備える、方法。
[Ｃ２]　前記第１のアクセスポイントからビーコン報告要求フレームを受信することと、
前記ビーコン報告要求フレーム中に含まれるショートネイバー報告（ＳＮＲ）要素識別子
（ＩＤ）を検出することとをさらに備え、前記ネイバークエリ要求が、前記ＳＮＲ要素Ｉ
Ｄによって示され、前記ＳＮＲ要素ＩＤが、前記ビーコン報告要求フレームの測定フィー
ルド中に含まれる、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ３]　前記ネイバークエリ要求に応答して、前記第２のアクセスポイントから前記ネイ
バー報告を取得するために通信チャネルを走査することをさらに備える、Ｃ１に記載の方
法。
[Ｃ４]　前記通信チャネルを使用して前記第２のアクセスポイントによってワイヤレスに
通信される、ビーコンメッセージ、プローブ応答メッセージ、または高速初期リンクセッ
トアップ（ＦＩＬＳ）発見フレームのうちの少なくとも１つを受信することをさらに備え
る、Ｃ３に記載の方法。
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[Ｃ５]　前記ネイバークエリ要求に応答して、メモリから記憶されたネイバー報告を取り
出すことをさらに備え、前記記憶されたネイバー報告が、前記第２のアクセスポイントの
前記ネイバー報告を備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ６]　前記ネイバークエリ要求に応答して、前記第２のアクセスポイントから前記局に
前記ネイバー報告をワイヤレスに通信することを前記第２のアクセスポイントに行わせる
ネイバー報告要求をワイヤレスに通信することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ７]　前記ネイバー報告要求を含むパブリックアクションフレームを生成することをさ
らに備える、Ｃ６に記載の方法。
[Ｃ８]　前記パブリックアクションフレームが、ベンダー固有のパブリックアクションフ
レームを備える、Ｃ７に記載の方法。
[Ｃ９]　前記ベンダー固有のパブリックアクションフレームに応答して前記第２のアクセ
スポイントからメッセージを受信することをさらに備え、前記第２のアクセスポイントと
前記局とが異なるベンダーからのものである場合、前記メッセージがアサートされた不適
格フラグまたはアサートされた拒否フラグを含む、Ｃ８に記載の方法。
[Ｃ１０]　ビーコンメッセージ、プローブ応答メッセージ、または高速初期リンクセット
アップ（ＦＩＬＳ）発見フレーム中で前記第２のアクセスポイントから前記ネイバー報告
を受信することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１１]　前記ネイバー報告が、前記局によって受信されたパブリックアクションフレー
ム中に含まれる、Ｃ１０に記載の方法。
[Ｃ１２]　前記パブリックアクションフレームが、ベンダー固有のパブリックアクション
フレームを備える、Ｃ１１に記載の方法。
[Ｃ１３]　プロセッサと、
　前記プロセッサによってアクセス可能なメモリであって、
　　第１のアクセスポイントに関連付けられた局において前記第１のアクセスポイントか
らネイバークエリ要求を受信することと、
　　前記局が第２のアクセスポイントに関連付けられていない間に、前記局から前記第１
のアクセスポイントにワイヤレスに通信されるべき前記第２のアクセスポイントのネイバ
ー報告を開始することと
　を行うように前記プロセッサによって実行可能な命令を備えるメモリと
　を備える、装置。
[Ｃ１４]　前記第２のアクセスポイントの前記ネイバー報告が、電気電子技術者協会（Ｉ
ＥＥＥ）８０２．１１ａｉ規格、ＩＥＥＥ８０２．１１ｋ規格、またはそれらの組合せに
準拠している、Ｃ１３に記載の装置。
[Ｃ１５]　前記第２のアクセスポイントからの前記ネイバー報告が、電気電子技術者協会
（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａｉ規格に準拠しているショートネイバー報告（ＳＮＲ）情報
要素（ＩＥ）を備えるか、またはＩＥＥＥ８０２．１１ｋ規格に準拠しているビーコン報
告を備える、Ｃ１３に記載の装置。
[Ｃ１６]　前記ネイバークエリ要求に応答して前記第１のアクセスポイントに前記第２の
アクセスポイントの前記ネイバー報告をワイヤレスに通信するように構成されたトランシ
ーバをさらに備え、前記第２のアクセスポイントに関連付けられていない前記局が、前記
第２のアクセスポイントに関して未認証状態にある、Ｃ１３に記載の装置。
[Ｃ１７]　前記第１のアクセスポイントからビーコン報告要求フレームを受信するように
構成されたトランシーバをさらに備え、前記ビーコン報告要求フレームが、前記ネイバー
クエリ要求を含む、Ｃ１３に記載の装置。
[Ｃ１８]　前記ネイバークエリ要求が、ベンダー指定のフィールドまたは前記ビーコン報
告要求フレームの予約済みフィールド中に含まれる、Ｃ１７に記載の装置。
[Ｃ１９]　前記ネイバークエリ要求が、ショートネイバー報告（ＳＮＲ）要素識別子（Ｉ
Ｄ）によって示され、前記ＳＮＲ要素ＩＤが、前記ビーコン報告要求フレームの測定フィ
ールド中に含まれる、Ｃ１７に記載の装置。
[Ｃ２０]　前記ビーコン報告要求フレームが、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．
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１１ｋ規格に準拠している、Ｃ１７に記載の装置。
[Ｃ２１]　前記命令が、さらに、
　　前記第１のアクセスポイントから受信された前記ビーコン報告要求フレームに応答し
てビーコン報告を生成することと、
　　前記第１のアクセスポイントに前記ビーコン報告をワイヤレスに通信することと、こ
こにおいて、前記ビーコン報告が、前記第２のアクセスポイントの前記ネイバー報告を備
える、
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、Ｃ１７に記載の装置。
[Ｃ２２]　前記第１のアクセスポイントが、前記第１のアクセスポイントの第１のネイバ
ー報告によって識別された特定のアクセスポイントを識別するように構成され、前記特定
のアクセスポイントが、前記ビーコン報告に基づいて前記第１のアクセスポイントによっ
て識別される、Ｃ２１に記載の装置。
[Ｃ２３]　非一時的コンピュータ可読媒体であって、
　　プロセッサによって実行されたときに、
　　　第１のアクセスポイントに関連付けられた局において前記第１のアクセスポイント
からネイバークエリ要求を受信することと、
　　　前記局が第２のアクセスポイントに関連付けられていない間に、前記局から前記第
１のアクセスポイントにワイヤレスに通信されるべき前記第２のアクセスポイントのネイ
バー報告を開始することと
　を前記プロセッサに行わせる命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
[Ｃ２４]　前記ネイバークエリ要求が、前記第２のアクセスポイントにネイバー報告要求
をワイヤレスに通信することを前記局に行わせる情報、前記第２のアクセスポイントから
前記ネイバー報告を受信するために通信チャネルを走査することを前記局に行わせる情報
、またはそれらの組合せを含む、Ｃ２３に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
[Ｃ２５]　前記第１のアクセスポイントが、第１のネイバー報告を含み、前記第１のネイ
バー報告が、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａｉ規格に準拠し、前記ネイ
バー報告要求が、前記局に前記第２のアクセスポイントの第２のネイバー報告をワイヤレ
スに通信することを前記第２のアクセスポイントに行わせる第２の情報を含む、Ｃ２４に
記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
[Ｃ２６]　第１のアクセスポイントに関連付けられた局において前記第１のアクセスポイ
ントからネイバークエリ要求を受信するための手段と、
　前記局が第２のアクセスポイントに関連付けられていない間に、前記局から前記第１の
アクセスポイントに前記第２のアクセスポイントのネイバー報告をワイヤレスに通信する
ための手段と
　を備える、装置。
[Ｃ２７]　前記ネイバークエリ要求が、前記局のメモリに記憶されたネイバー報告をワイ
ヤレスに通信することを前記局に行わせる情報を含み、前記記憶されたネイバー報告が、
前記局によって受信されたビーコン、前記局によって受信された応答、前記局によって受
信された高速初期リンクセットアップ（ＦＩＬＳ）発見フレーム、またはそれらの任意の
組合せに基づく、Ｃ２６に記載の装置。
[Ｃ２８]　前記第１のアクセスポイントと、前記第２のアクセスポイントと、前記局との
うちの少なくとも２つが、同じベンダーによって製造されるか、同じベンダーによって流
通されるか、または同じベンダーによって提供されるソフトウェアに従って動作する、Ｃ
２６に記載の装置。
[Ｃ２９]　前記ネイバー報告が、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ｋ規格に
準拠している、Ｃ２８に記載の装置。
[Ｃ３０]　前記第２のアクセスポイントが、隣接アクセスポイントから受信されたネイバ
ー報告、前記第２のアクセスポイントに関連付けられた特定の局から受信されたビーコン
報告、またはそれらの組合せに基づいてアクセスポイントを識別するために前記第２のア
クセスポイントの前記ネイバー報告を生成するように構成された、Ｃ２６に記載の装置。
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